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第１章 計画策定にあたって 
 

１ 計画策定の趣旨 

 

総務省統計局による人口推計によると、わが国の 65 歳以上の高齢者数は、令和４年（2022

年）10 月１日時点で 3,624 万人と、総人口に占める割合（高齢化率）は 29.0％で、先進諸国

の中でも高い高齢化率となっています。令和５年（2023年）４月に国立社会保障・人口問題研

究所が公表した「日本の将来推計人口」では、総人口が減少する一方で、高齢化は今後も進行

することが予測されており、すべての団塊の世代が 75 歳以上となる令和７年（2025 年）には

65歳以上人口は 3,653万人に達すると見込まれています。 

総人口が減少する中で 65 歳以上の高齢者が増加することにより高齢化率は上昇を続け、令

和 19 年（2037 年）には 33.3％と、国民の３人に１人が 65 歳以上の高齢者となると見込まれ

ています。 

すべての団塊ジュニア世代が 65歳に到達する令和 22年（2040年）には高齢者人口がピーク

を迎え、介護ニーズの高い 85 歳以上人口が急速に増加していく半面、令和７年（2025 年）以

降も生産年齢人口（15～64歳人口）の減少が推計されています。介護や支援を要する人が増加

していく一方で、担い手である支える人材の不足が見込まれており、福祉・介護人材の確保が

大きな課題となっています。 

このような高齢者を取り巻く状況や課題を踏まえ、今後も保険者として介護保険制度を適正

に運営し、制度の持続可能性を高めるとともに、中長期的なニーズを把握し、計画的に介護サー

ビス基盤を整備していくことが重要となります。また、市民に現状を周知し、一人ひとりが介

護に関する事柄を我が事として捉え、介護予防や各種サービス・支援について関心を持つこと

も重要です。 

このため、「橿原市第９期老人福祉計画及び第８期介護保険事業計画」（以下「第８期計画」

という。）の取り組みについて検証を行い、住み慣れた地域で生活するすべての高齢者が、生き

がいを持って自分らしく暮らせる環境を実現するために「橿原市高齢者福祉計画及び第９期介

護保険事業計画」（以下「本計画」という。）を策定し、総合的かつ効果的に高齢者施策を推進

します。 

 

《計画名称の変更について》 

本市では、これまで老人福祉法に基づく計画として「老人福祉計画」の名称で計画を

策定してまいりましたが、「老人」の言葉には「老いた人」というイメージを持つ方が多

く、また、昨今では「人生100年時代」を迎えており、65歳以上であっても現役で就労し

ている方や地域活動などで活躍されている方が多くいらっしゃいます。 

県計画においても「奈良県高齢者福祉計画」と称されていることから、本市において

も、「橿原市高齢者福祉計画」に計画名称を変更することといたしました。 
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２ 計画の位置づけと役割 

 

（１）法的根拠 

高齢者福祉計画は老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の８に規定する「市町村老人福

祉計画」に基づき、介護保険事業計画は介護保険法（平成９年法律第123号）第117条に規定す

る「市町村介護保険事業計画」に基づき、策定するものです。なお、高齢者福祉計画は介護保

険事業計画を内包する位置づけにあることから、本市では両計画を一体的に策定します。 

また、本計画は、成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成28年法律第29号）第14条の

規定に基づく市町村計画の位置づけも有しています。 

 

（２）橿原市第４次総合計画との整合 

本計画は、本市における最上位計画である「橿原市第４次総合計画」及び「第２期橿原市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げられた将来ビジョン「はじまりから未来へ、つながり

きらめくまち かしはら」の実現に向けて、高齢者福祉及び介護保険事業に関する個別計画と

して策定するものです。 

 

（３）市の上位・関連計画との整合 

上位計画として市の地域福祉を推進するための「橿原市地域福祉推進計画」をはじめ、高齢

者を含む障がいのある人の自立支援については「橿原市障がい者福祉基本計画」、「橿原市障が

い福祉計画・障がい児福祉計画」、介護予防や高齢期に向けた壮年期からの健康づくり、生活習

慣病予防対策などについては「健康かしはら21計画」など各分野の関連計画との調整を図りま

す。 
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３ 計画の期間 
 

この計画の期間は、令和６年度（2024年度）から令和８年度（2026年度）までの３年間です。 

すべての団塊の世代が後期高齢者となる令和７年度（2025年度）及び、すべての団塊ジュニ

ア世代が65歳以上となり、現役世代の人々が急激に減少する令和22年度（2040年度）を見据え、

中長期的な視点に立った施策の展開を図る期間となります。 
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４ 第９期介護保険事業計画策定のポイント 
 

第９期計画期間の中間年度に、これまで「地域包括ケアシステムの構築」の目途としていた

すべての団塊世代が75歳以上の後期高齢者となる2025年を迎えることになり、今後、要介護認

定率の高まりや認知症高齢者の一層の増加が見込まれます。 

第９期の基本指針に向けては、国の社会保障審議会において「基本指針の見直しにあたって

の基本的な考え方および第９期計画において記載を充実する事項(案）」が議論されています。 

 

①  現状・課題  

 第９期計画期間中にあたる令和７年（2025年）は、団塊の世代が全員後期高齢者

となる年で、これまで以上に介護や支援を必要とする高齢者の増加が見込まれて

います。 

 高齢者人口がピークを迎える令和 22 年（2040 年）を見通すと、85 歳以上人口が

急増し、要支援・要介護認定者や介護給付費が増加する一方で、生産年齢人口は

急減すると見込まれています。 

 高齢化の進行状況は都市部と地方で大きく異なることから、地域の実情や人口推

計に応じて注力すべき高齢者施策を検討し、計画的に推進することが必要になり

ます。 

② 改正のポイント  

Ⅰ 介護サービス基盤の計画的な整備 

 地域の実情に応じたサービス基盤の整備  

 地域における人口動態や介護ニーズを中長期的に見込み、既存施設・事業所の活

用等を含めて検討するなど、計画的に必要な介護サービス基盤の確保が重要です。 

 医療と介護を必要とする高齢者増に対応するため、医療・介護の連携強化が重要

です。 

 中長期的なサービス需要の見込みを介護サービス提供事業者等と共有し、サービ

ス基盤整備の在り方を議論することが重要です。 

 在宅サービスの充実  

 居宅要介護者の在宅サービスを支えるため、24時間対応サービスの普及や複合的

な在宅サービスの整備を進めることが重要です。 

 訪問リハビリテーションや介護老人保健施設による在宅療養支援を充実すること

が重要です。（指定権限は都道府県） 

Ⅱ 地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取組 

 地域共生社会の実現  

 住民等による介護予防等の取組を促進するための総合事業の充実を推進する必要

があります。 

 地域包括支援センターの負担軽減・質の向上を図るとともに、属性や世代を問わ

ない包括的な相談支援（重層的支援体制整備事業）の役割を担うことを期待しま

す。 

 認知症の正しい知識を啓発し、社会の認知症への理解を深めることが重要です。 
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 デジタル技術を活用した医療・介護情報基盤の整備  

 保険者機能の強化  

 給付適正化事業に注力し、内容の充実等を推進する必要があります。 

 

Ⅲ 地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び介護現場の生産性向上 

 介護人材を確保するための取組（処遇改善、人材育成、職場環境改善、外国人材

の採用等）を総合的に実施することが重要です。 

 都道府県主導で、生産性向上を目的とした支援や施策の総合的な実施を推進する

必要があります。 

 介護サービス提供事業者の財務状況等の見える化を推進することが重要です。 

 

出典：「第107回 社会保障審議会 介護保険部会」資料（令和５年７月10日） 
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５ 計画の策定体制 
 

（１）アンケート調査の実施 

本計画の策定にあたり、高齢者の介護サービスや生活支援のニーズを把握する目的で、65歳

以上の方を対象とした実態調査（校区別調査）を実施しました。 

また、要介護認定を受けておられる方を対象に、高齢者等の適切な在宅生活の継続と家族等

介護者の就労継続の実現に向けたサービスの在り方を検討することを目的として、「在宅介護

実態調査」を実施しました。 

合わせて、介護サービスを提供する側からの視点での高齢者を取り巻く課題を把握するため、

「ケアマネジャー調査」及び「介護人材実態調査」を実施しました。 

（結果の詳細は、第２章「２ アンケート結果からみた高齢者の状況と課題」をご参照ください。） 

 

（２）策定委員会の開催 

市民代表、介護保険被保険者代表、学識経験者、保健医療関係者、福祉関係者、被用者保険

等保険者代表により構成された「橿原市第９期介護保険事業計画等策定委員会」において、現

状・課題分析をはじめ、計画の方向性、目標達成に向けた施策の在り方等に関する検討を行い

ました。 

 

（３）庁内関係課での検討 

高齢者施策に関連する関係各課との連携を図り、第８期計画の現状・課題分析を踏まえて「橿

原市介護保険事業計画等策定庁内検討委員会」において検討を行いました。 

 

（４）パブリックコメントの実施 

計画案についてパブリックコメントを実施し、広く住民の意見を聴取して、その反映に努め

ました。 
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第２章 高齢者を取り巻く現状と課題 
 

１ 高齢者、認定者、介護給付などの状況 
 

（１）人口構造等 

① 人口ピラミッド 

本市の令和５年（2023年）10月１日現在の人口は、119,384人となっており、男性が56,653

人、女性が62,731人となっています。 

年代別にみると、団塊世代である70～74歳、団塊ジュニア世代の50～54歳が多くなってい

るものの、おおよそ20年後にはその年代が後期高齢者となり、高齢化の進行が予測されます。 

《人口ピラミッド（令和５年（2023 年）》 

 

男性（56,653 人）  女性（62,731 人） 

 

資料：住民基本台帳人口（令和５年（2023 年）10 月１日現在） 
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② 人口の推移 

平成30年（2018年）以降の推移をみると、総人口は緩やかに減少傾向で推移しています。 

また、年齢３区分別人口をみると、年少人口（15歳未満）及び生産年齢人口（15～64歳）

は減少傾向となっているのに対し、高齢者人口（65歳以上）は増加傾向となっています。 

65歳以上の高齢者人口の総人口に占める割合の高齢化率をみると、平成30年（2018年）以

降、上昇傾向で推移しており、令和５年（2023年）には29.4％と約３割を占めています。 

《総人口（年齢３区分別）の推移》 

 
資料：住民基本台帳人口（各年度 10 月１日現在） 

《年齢３区分別人口割合の推移》 

 
資料：住民基本台帳人口（各年度 10 月１日現在） 
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（２）世帯の状況 

① 世帯数の推移 

本市の世帯数をみると、平成12年（2000年）以降、増加傾向で推移している一方で、１世

帯当たりの人員は減少傾向で推移しており、令和２年（2020年）には51,271世帯で１世帯あ

たりの人員は2.4人となっています。 

《世帯数の推移》 

 
資料：国勢調査（各年 10月１日現在） 

② 高齢者世帯の状況 

高齢者の単身世帯及び高齢夫婦世帯の割合は、平成12年（2000年）以降、年々上昇してお

り、令和２年（2020年）には一般世帯のうち24.5％が高齢者のみの世帯となっています。 

《一般世帯に占める高齢者のみの世帯の割合》 

 

資料：国勢調査（各年 10月１日現在） 
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（３）要介護（要支援）認定者等の状況 

認定者数は増加傾向にあり、令和５年（2023年）３月末時点で5,694人となっています。 

認定率は、16％前後で推移しており、全国や奈良県と比較すると低い値で推移しています。 

《認定者数・認定率の推移》 

 
資料：地域包括ケア「見える化」システム（各年３月末時点） 

 

《認定率の推移（全国・奈良県との比較）》 

 

資料：地域包括ケア「見える化」システム（各年３月末時点） 
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（４）介護保険サービスの利用状況 

① 受給者数・受給率の推移 

受給者数全体は、4,000人前後で推移しており、第１号被保険者数に占める割合は、令和４

年（2022年）12月時点で11.9％となっています。 

サービス類型別に第１号被保険者数に占める割合をみると、在宅受給者は微増傾向で推移

しています。 

また、認定者数に占める受給者の割合は、７割台で推移しており、令和４年（2022年）12

月時点で72.4％となっています。 

《受給者数・受給率の推移》 

 
資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」月報（地域包括ケア「見える化」システム） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」月報（地域包括ケア「見える化」システム） 

 

810 838 822 855 872 826

245 243 253 250 247 251

2,764 2,861 2,898 2,967 3,077 3,074
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居住系受給者数 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%

在宅受給者数 8.2% 8.4% 8.4% 8.5% 8.8% 8.8%

72.1% 71.6% 70.2% 71.1% 72.4% 72.4%

施設受給者数 15.3% 15.2% 14.5% 14.9% 15.0% 14.4%

居住系受給者数 4.6% 4.4% 4.5% 4.4% 4.3% 4.4%

在宅受給者数 52.2% 52.0% 51.2% 51.8% 53.1% 53.6%

認定者数に占める割合

受給者数

第１号被保険者数（12月末）

認定者数（12月末）

第１号被保険者数に占める割合
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② 介護予防サービス給付の実績 

介護予防サービスの給付費は、令和４年度（2022年度）時点で111.2％と計画値を上回って

おり、特に介護予防訪問リハビリテーション、特定介護予防福祉用具購入費はで大きく計画

値を上回りました。 

地域密着型介護予防サービスの給付費は、令和４年度（2022年度）時点で73.2％と計画値

を下回っていますが、介護予防認知症対応型通所介護は、122.4％と計画値を大きく上回っ

ています。 

《介護予防サービス給付の計画値と実績値》 

（単位：千円）  
 令和３年度（2021 年度） 令和４年度（2022 年度） 

計画値 実績値 計画比 計画値 実績値 計画比 

介護予防サービス 242,948 264,893  109.0% 255,395 284,000  111.2% 

 
介護予防訪問入浴介護 0 416  － 0 11  － 

 
介護予防訪問看護 26,748 31,345  117.2% 27,351 37,778  138.1% 

 介護予防訪問リハビリ
テーション 

5,586 10,422  186.6% 5,819 11,337  194.8% 

 介護予防居宅療養管理
指導 

6,396 7,179  112.2% 6,731 8,308  123.4% 

 介護予防通所リハビリ
テーション 

103,098 101,352  98.3% 109,333 101,898  93.2% 

 介護予防短期入所生活
介護 

6,071 5,553  91.5% 6,544 5,108  78.1% 

 介護予防短期入所療養
介護（老健） 

3,402 1,507  44.3% 3,404 2,697  79.2% 

 介護予防短期入所療養
介護（病院等） 

0 0 － 0 0 － 

 介護予防短期入所療養
介護（介護医療院） 

0 0 － 0 0 － 

 
介護予防福祉用具貸与 44,204 53,352  120.7% 47,866 60,624  126.7% 

 特定介護予防福祉用具
購入費 

3,991 5,370  134.6% 4,332 6,212  143.4% 

 介護予防住宅改修費 19,880 23,368  117.5% 19,734 22,597  114.5% 

 介護予防特定施設入居
者生活介護 

23,572 25,029  106.2% 24,281 27,430  113.0% 

地域密着型介護予防サービス 15,643 13,352  85.4% 15,653 11,457  73.2% 

 介護予防認知症対応型
通所介護 

679 844  124.3% 680 832  122.4% 

 介護予防小規模多機能
型居宅介護 

4,735 3,950  83.4% 4,738 3,754  79.2% 

 介護予防認知症対応型
共同生活介護 

10,229 8,558  83.7% 10,235 6,871  67.1% 

介護予防支援 48,309 55,437 114.8% 51,329 59,615 116.1% 

合 計 306,900 333,682 108.7% 322,377 355,072 110.1% 

※単位未満は端数処理をしています。 

資料：地域包括ケア「見える化」システム 
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③ 介護サービス給付の実績 

介護サービス給付費合計では、令和４年度（2022年度）時点で92.4％と計画値を下回って

います。 

サービス別にみると、居宅サービスの給付費は、令和４年度（2022年度）時点で91.1％と

計画値を下回っていますが、居宅療養管理指導では、大きく計画値を上回っています。 

地域密着型サービスの給付費は、令和４年度（2022年度）時点で85.8％と計画値を下回っ

ていますが、認知症対応型共同生活介護では、ほぼ計画どおりとなっています。 

施設サービスの給付費は、令和４年度（2022年度）時点で97.2％とほぼ計画値どおりとなっ

ています。 

《介護サービス給付の計画値と実績値》 

（単位：千円）  
 令和３年度（2021 年度） 令和４年度（2022 年度） 

計画値 実績値 計画比 計画値 実績値 計画比 

居宅サービス 3,176,376 3,033,464  95.5% 3,296,252 3,004,173  91.1% 

 
訪問介護 796,016 805,900  101.2% 815,479 846,373  103.8% 

 
訪問入浴介護 43,608 49,555  113.6% 45,134 43,415  96.2% 

 
訪問看護 185,242 200,119  108.0% 188,880 202,544  107.2% 

 訪問リハビリテーショ

ン 
30,518 34,964  114.6% 32,679 32,797  100.4% 

 
居宅療養管理指導 56,101 63,076  112.4% 58,284 65,895  113.1% 

 
通所介護 699,903 709,635  101.4% 720,649 678,521  94.2% 

 通所リハビリテーショ

ン 
462,451 393,800  85.2% 485,147 375,327  77.4% 

 
短期入所生活介護 332,623 240,957  72.4% 349,104 238,678  68.4% 

 短期入所療養介護 

（老健） 
64,764 53,119  82.0% 69,704 60,832  87.3% 

 短期入所療養介護 

（病院等） 
0 0 － 0 0 － 

 短期入所療養介護 

（介護医療院） 
0 282 － 0 0 － 

 福祉用具貸与 253,378 244,222  96.4% 272,110 247,377  90.9% 

 特定福祉用具購入費 9,606 8,609  89.6% 9,606 8,416  87.6% 

 住宅改修費 16,163 18,107  112.0% 16,781 15,194  90.5% 

 特定施設入居者生活介

護 
226,003 211,119  93.4% 232,695 188,804  81.1% 

居宅介護支援 361,802 332,305 91.8% 384,799 331,936 86.3% 

※単位未満は端数処理をしています。 

資料：地域包括ケア「見える化」システム 
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（単位：千円）  
 令和３年度（2021 年度） 令和４年度（2022 年度） 

計画値 実績値 計画比 計画値 実績値 計画比 

地域密着型サービス 1,074,641 965,436  89.8% 1,106,449 949,863  85.8% 

 定期巡回・随時対応型

訪問介護看護 
82,719 79,167 95.7% 99,720 83,719 84.0% 

 
夜間対応型訪問介護 0 0 － 0 0 － 

 
地域密着型通所介護 324,807 274,689 84.6% 327,614 243,017 74.2% 

 
認知症対応型通所介護 30,381 21,316 70.2% 30,398 23,963 78.8% 

 小規模多機能型居宅介

護 
107,265 99,744 93.0% 112,570 93,436 83.0% 

 認知症対応型共同生活

介護 
428,361 404,503 94.4% 431,620 409,482 94.9% 

 地域密着型特定施設入

居者生活介護 
0 0 － 0 0 － 

 地域密着型介護老人福

祉施設入所者生活介護 
101,108 86,017 85.1% 101,402 90,847 89.6% 

 看護小規模多機能型居

宅介護 
0 0 － 3,125 5,399 172.8% 

施設サービス 2,793,544 2,806,232  100.5% 2,863,557 2,782,601  97.2% 

 
介護老人福祉施設 1,195,092 1,201,346 100.5% 1,216,973 1,183,153 97.2% 

 
介護老人保健施設 1,406,345 1,435,732 102.1% 1,454,371 1,411,282 97.0% 

 
介護医療院 192,107 169,154 88.1% 192,213 188,166 97.9% 

合 計 7,406,363 7,137,437 96.4% 7,651,057 7,068,573 92.4% 

※単位未満は端数処理をしています。 

資料：地域包括ケア「見える化」システム 
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（５）介護サービス基盤と地域資源 

要介護（要支援）認定者１人あたりの定員をみると、「介護老人福祉施設」は全国、奈良県に

比べて、提供可能な量が少ない状況です。一方で、「介護老人保健施設」では全国、奈良県に比

べて、提供可能な量が多くなっています。 

《要支援・要介護者１人あたりの定員（令和４年（2022 年）》 

 

資料：地域包括ケア「見える化」システム（令和４年（2022年）時点） 

 

高齢者が介護を必要な状態となっても、住み慣れた地域で生活を継続できるように中学校区

ごとに地域密着型サービス事業所を整備しています。 

《日常生活圏域別の介護サービス基盤の整備状況》 
（単位：か所）  
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白橿 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

資料：（令和５年（2023年）10 月１日現在） 
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２ アンケート結果からみた高齢者の状況と課題 

 

本計画の策定にあたり、高齢者等の生活状況や健康状態、地域の課題やニーズ等を的確に把

握し、介護や福祉などの事業の充実に向けた基礎資料とすることを目的に各種調査を実施しま

した。 

 

（１）調査概要 

《調査対象》 

 調査対象 調査手法 

調査① 校区別調査 
市内の 65歳以上の方から無

作為抽出 
郵送配布－郵送回収 

調査② 在宅介護実態調査 
市内の要介護認定を受けて

いる方から無作為抽出 

郵送配布－郵送・Web回収 

訪問調査 

調査③ 
事業所調査 

（介護人材実態調査） 
市内の介護サービス事業所 郵送配布－郵送回収 

調査④ ケアマネジャー調査 市内のケアマネジャー 郵送配布－郵送回収 

 

《実施期間》 

調査①：令和４年12月13日（火）～ 令和４年12月28日（水） 

調査②～④：令和５年１月５日（木）～ 令和５年１月23日（月） 

※ただし、調査②の訪問調査は、令和４年12月19日（月）～ 令和５年２月16日（木） 

 

《回収状況》 

調査種別 配布数 有効回収数 有効回収率 

調査① 校区別調査 2,000人  1,428人  71.4％ 

調査② 在宅介護実態調査 1,000人  677人  67.7％ 

調査③ 
事業所調査 

（介護人材実態調査） 
210事業所 169事業所 80.5％ 

調査④ ケアマネジャー調査 135人  105人  77.8％ 
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（２）外出の状況 

① 外出頻度（校区別調査） 

年代別にみると、年代が上がるにつれて「ほとんど外出しない」が高くなる傾向がみられ、

90歳以上では２割を超えています。 

《外出頻度》 

 

② 外出を控えている人の理由（校区別調査） 

年代別にみると、65～84歳では「新型コロナウイルス」、85歳以上では「足腰などの痛み」

が最も高くなっています。 

《外出を控えている人の理由》 
（単位：％）   

 回
答
者
数
（
人
） 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス 

足
腰
な
ど
の
痛
み 

 
 

 
 

出
る
の
が
お
っ
く
う 

 
 

 

病
気
（
心
臓
・
肺
・
脳
等
） 

交
通
手
段
が
な
い 

 
 

 
 

耳
が
聞
こ
え
に
く
い 

 
 

 

行
き
先
が
な
い 

 
 

 
 

 

外
で
の
楽
し
み
が
な
い 

 
 

目
が
見
え
に
く
い 

 
 

 
 

病
気
の
後
遺
症 

 
 

 
 

 

介
護
が
必
要
な
家
族
が
い
る 

経
済
的
に
出
ら
れ
な
い 

 
 

そ
の
他 

 
 

 
 

 
 

 
 

年
代
別 

65～69歳 48 85.4 20.8 12.5 10.4 4.2 - 8.3 10.4 2.1 2.1 4.2 2.1 2.1 

70～74歳 105 82.9 23.8 17.1 14.3 7.6 4.8 5.7 6.7 2.9 3.8 6.7 9.5 6.7 

75～79歳 81 79.0 29.6 18.5 11.1 8.6 9.9 8.6 6.2 9.9 8.6 4.9 8.6 1.2 

80～84歳 96 69.8 41.7 13.5 8.3 21.9 9.4 10.4 5.2 5.2 8.3 6.3 2.1 9.4 

85～89歳 59 50.8 61.0 20.3 27.1 20.3 18.6 8.5 3.4 13.6 6.8 6.8 0.0 8.5 

90歳以上 26 42.3 50.0 26.9 11.5 19.2 15.4 11.5 15.4 - 3.8 3.8 3.8 7.7 

※１番目に割合の高い回答を「太字＋濃い網掛け」とし、２番目に割合の高い回答を「薄い網掛け」としている。 

 
 

2.2

1.5

2.7

5.0

16.9

24.4

1.1

4.0

7.0

10.1

11.3

17.1

32.8

39.3

37.9

45.8

39.4

36.6

63.8

53.9

48.8

37.0

28.2

14.6

0.1

1.3

3.6

2.1

4.2

7.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

65～69歳

（n=268）

70～74歳

（n=397）

75～79歳

（n=330）

80～84歳

（n=238）

85～89歳

（n=142）

90歳以上

（n=41）

ほとんど外出しない 週１回 週２～４回 週５回以上 無回答

コロナ禍による外出控えや、高齢になるほど足腰などの痛みで外出控えになっている

人が多く、閉じこもり予防に向けても運動機能の向上などの取り組みが必要です。 
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（３）地域活動について 

① 町内会・自治会の活動（校区別調査） 

年代別にみると、年代が上がるにつれて「参加していない」が高くなる傾向がみられます。

『参加している』（「年に数回」から「週に４回以上」を合わせた割合）では、年代が下がる

につれて高くなっており、65～69歳では半数以上を占めています。 

《町内会・自治会への参加頻度》 

 

② 元気な一歩会（校区別調査） 

年代別にみると、年代が下がるにつれて「参加していない」が高くなる傾向がみられ、65

～74歳では９割を超えています。 

《元気な一歩会への参加頻度》 

 

43.7

45.3

44.2

52.5

55.6

65.9

42.9

41.8

34.8

28.6

21.8

17.1

8.2

7.1

10.3

5.9

7.0

2.4

0.4

0.5

1.5

0.4

0.7

0.0

0.4

0.3

0.6

0.8

0.7

0.0

4.4

5.0

8.6

11.8

14.2

14.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

65～69歳

（n=268）

70～74歳

（n=397）

75～79歳

（n=330）

80～84歳

（n=238）

85～89歳

（n=142）

90歳以上

（n=41）

参加していない 年に数回 月に1,２回程度

週に1～３回 週に４回以上 無回答

95.9

93.7

88.2

83.2

78.2

78.0

0.0

0.0

0.9

0.8

1.4

0.0

0.4

0.0

0.6

0.8

0.7

0.0

0.0

0.3

0.3

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

0.0

2.4

3.7

6.0

10.0

13.5

19.7

19.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

65～69歳

（n=268）

70～74歳

（n=397）

75～79歳

（n=330）

80～84歳

（n=238）

85～89歳

（n=142）

90歳以上

（n=41）

参加していない 年に数回 月に1,２回程度

週に1～３回 週に４回以上 無回答
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③ 収入のある仕事（校区別調査） 

年代別にみると、年代が上がるにつれて「していない」が高くなっており、80歳以上では

８割を超えています。『している』人では、年代が下がるにつれて多くなる傾向がみられ、65

～69歳では半数を超えています。 

《収入のある仕事の実施頻度》 

 
 

④ 介護予防教室の参加意向（校区別調査） 

「参加したくない」が半数近くを占めている一方で、「ぜひ参加したい」と「参加してもよ

い」を合わせた、参加意向のある人も半数近くとなっています。 

《介護予防教室への参加意向》 

 

47.0

66.0

75.8

84.5

81.0

82.9

1.5

2.3

1.8

0.0

3.5

0.0

2.6

1.8

2.7

1.3

1.4

2.4

18.7

12.8

4.8

2.9

0.7

0.0

28.7

14.4

6.7

2.1

1.4

0.0

1.5

2.7

8.2

9.2

12.0

14.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

65～69歳

（n=268）

70～74歳

（n=397）

75～79歳

（n=330）

80～84歳

（n=238）

85～89歳

（n=142）

90歳以上

（n=41）

していない 年に数回 月に1,２回程度

週に1～３回 週に４回以上 無回答

3.6 43.6 48.0 4.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=1428）

ぜひ参加したい 参加してもよい 参加したくない 無回答

年齢が下がるほど、町内会・自治会の地域活動や市の健康事業への参加が少なくなっ

ています。一方で、介護予防教室の参加希望のある人は半数近くを占めて多くなってい

ます。 

介護予防・健康づくり（機能の維持・向上）に向けては若い頃からの活動が重要であ

ることから、各種事業や取り組みについて一層の周知が必要です。 

また、高齢になっても就労している人が多いことから、生きがいづくりや社会参加と

して、高齢者の就労支援についても検討していく必要があります。 
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（４）情報入手について 

① 相談場所の認知度（校区別調査） 

「全く知らない」が約４割を占めて最も高く、相談場所の認知度は「地域包括支援センター」

と「社会福祉協議会」が３割程度、「かしはら街の介護相談室」が１割程度となっています。 

《相談場所の認知度（複数回答可）》 

 
 

② 普段の生活に必要な情報の入手先（校区別調査） 

年代別にみると、65～84歳では「市の広報誌」、85歳以上では「テレビ・ラジオ」が最も高

くなっています。また、年代が下がるにつれて「インターネット」や「市のホームページ」

などが高くなる傾向がみられます。 

《普段の生活に必要な情報の入手先》 
（単位：％）   

 回
答
者
数
（
人
） 

市
の
広
報
誌 

 
 

 
 

 

テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ 

 
 

 

新
聞 

 
 

 
 

 
 

 
 

自
治
会
・
回
覧 

 
 

 
 

家
族 

 
 

 
 

 
 

 
 

知
人
・
近
所
の
人 

 
 

 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト 

 
 

 

医
療
機
関 

 
 

 
 

 
 

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

 
 

教
室
や
研
修
・
講
座 

 
 

民
生
委
員 

 
 

 
 

 
 

そ
の
他 

 
 

 
 

 
 

 

ど
こ
か
ら
も
得
て
い
な
い 

年
代
別 

65～69歳 268 75.0 59.7 51.1 39.2 36.6 28.0 46.6 10.4 19.8 2.2 0.4 1.1 1.1 

70～74歳 397 76.3 65.0 58.7 46.6 31.7 36.5 29.2 11.8 10.3 3.0 2.5 0.8 0.8 

75～79歳 330 77.0 68.8 64.5 47.9 37.0 37.3 17.0 12.4 9.1 4.8 3.6 2.1 0.3 

80～84歳 238 70.2 66.4 61.8 49.6 36.1 34.5 12.6 10.9 4.6 4.2 2.9 2.1 1.3 

85～89歳 142 59.2 66.2 60.6 38.7 38.7 28.9 8.5 9.2 9.9 2.8 7.0 2.8 1.4 

90歳以上 41 53.7 65.9 46.3 36.6 53.7 29.3 4.9 7.3 4.9 4.9 7.3 4.9 - 

※１番目に割合の高い回答を「太字＋濃い網掛け」とし、２番目に割合の高い回答を「薄い網掛け」としている。 

32.7

32.1

14.0

1.5

40.4

6.0

0 10 20 30 40 50

地域包括支援センター

社会福祉協議会

かしはら街の介護相談室

その他

全く知らない

無回答
全体（n=1428）

（％） 

年齢が下がるほどインターネットの活用は高くなっていることから、若年層にはデジ

タル活用による健康づくりやフレイル予防についての情報発信を行うなど、年齢層に応

じた情報発信の方法・内容を検討していく必要があります。 
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（５）介護と医療について 

① かかりつけ医の有無（校区別調査） 

年代別にみると、年代が上がるにつれて「いる」が高くなっており、80歳以上では９割を

超えています。 

《かかりつけ医の有無》 

 

② かかりつけ薬局の有無（校区別調査） 

年代別にみると、年代が上がるにつれて「ある」が高くなっており、90歳以上では７割を

超えています。一方で、65～69歳では「ない」が半数を占めています。 

《かかりつけ薬局の有無》 

 

78.4

81.4

85.5

91.6

93.0

92.7

21.6

17.4

11.8

6.7

5.6

2.4

0.0

1.2

2.7

1.7

1.4

4.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

65～69歳

（n=268）

70～74歳

（n=397）

75～79歳

（n=330）

80～84歳

（n=238）

85～89歳

（n=142）

90歳以上

（n=41）

いる いない 無回答

50.0

57.7

57.0

63.4

66.2

73.2

50.0

40.3

37.9

28.6

26.8

17.1

0.0

2.0

5.1

8.0

7.0

9.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

65～69歳

（n=268）

70～74歳

（n=397）

75～79歳

（n=330）

80～84歳

（n=238）

85～89歳

（n=142）

90歳以上

（n=41）

ある ない 無回答

年齢が下がるほど、かかりつけを持たない人が多くなっています。若いうちからかか

りつけを持っておくことの重要性について、周知を進めていく必要があります。 
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③ 介護や延命治療が必要になった時の希望について考えたこと（校区別調査） 

年代別にみると、90歳以上を除いて、年代が下がるにつれて「（考えたことが）ある」が高

くなる傾向がみられ、65～74歳では７割近くを占めています。 

《介護や延命治療が必要になった時の希望について考えたことの有無》 

 

④ 介護や延命治療が必要になった時の希望について考えたことがない理由（校区別調査） 

介護や延命治療が必要になった時の希望について考えたことがない理由では、「まだ早い

と感じている」が４割近くを占めて最も高く、次いで「考えたくない」、「きっかけがなかっ

た」の順となっています。 

《介護や延命治療が必要になった時の希望について考えたことがない理由（複数回答可）》 

 
 

 

 

 

 

  

66.4

67.5

65.2

58.0

46.5

58.5

33.6

31.7

32.7

37.4

47.9

34.1

0.0

0.8

2.1

4.6

5.6

7.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

65～69歳

（n=268）

70～74歳

（n=397）

75～79歳

（n=330）

80～84歳

（n=238）

85～89歳

（n=142）

90歳以上

（n=41）

ある ない 無回答

37.8

31.3

28.3

5.2

5.4

12.2

0 10 20 30 40

まだ早いと感じている

考えたくない

きっかけがなかった

家族など親しい人に言いづらい

その他

無回答
全体（n=498）

（％） 

年齢が上がるほど、介護や延命治療が必要になった時の希望について考えている人が

少ない傾向となっています。最期までいきいきと自身の希望に沿った生活を送るため

に、早いうちからのＡＣＰ（人生会議）等の必要性について周知を行う必要があります。 
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⑤ ターミナルケアの状態にある人の在宅療養の実現性（ケアマネジャー調査） 

「実現可能である」が約６割を占め、「実現は難しい」を大きく上回っています。 

《ターミナルケアの状態にある人の在宅療養の実現性》 

 
 

⑥ 希望する場所で最期まで療養するために必要だと思うこと（ケアマネジャー調査） 

「医師による訪問診療」が９割近くを占めて最も高く、次いで「看護師による訪問看護」、

「介護をしている家族の負担軽減」、「ホームヘルパーによる訪問介護サービス」および「症

状が急に悪くなった時の入院先の確保」の順となっています。 

《希望する場所で最期まで療養するために必要だと思うこと（複数回答可）》 

 

59.0 20.0 11.4 9.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=105）

実現可能である 実現は難しい わからない 無回答

87.6

83.8

76.2

73.3

73.3

70.5

61.9

59.0

47.6

41.0

8.6

1.9

0 20 40 60 80 100

医師による訪問診療

看護師による訪問看護

介護をしている家族の負担軽減

ホームヘルパーによる訪問介護サービス

症状が急に悪くなった時の入院先の確保

経済的な負担の軽減

症状が急に悪くなった時に駆けつけてく

れる専門職 １

24時間体制の相談窓口

快適に過ごせる居住環境

入所・入居できる施設

その他

無回答 全体（n=105）

（％） 

ターミナルケア状態の高齢者の在宅療養は可能であると考えるケアマネジャーが多

くなっています。 

最期まで自宅で過ごすことを希望する人が多いことから、各種介護保険サービスの充

実だけでなく、訪問診療・訪問看護や急変時に対応できるような医療体制と家族介護者

への支援を充実していく必要があります。 
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（６）認知症について 

① 認知症について知っていること（校区別調査） 

認知症について知っていることでは、「脳の病気であり、誰でもかかる可能性があること」

が８割を超えて最も高くなっています。 

《認知症について知っていること（複数回答可）》 

 
 

② 将来、自分が認知症になった場合に不安に思うこと（校区別調査） 

将来、自分が認知症になった場合に不安に思うことでは、「家族や知人に負担をかける」が

９割近くを占めています。 

《自分が認知症になった場合に不安に思うこと（複数回答可）》 

 
 

 

86.1

72.5

60.4

50.1

48.0

40.3

36.1

1.7

3.3

0 20 40 60 80 100

脳の病気であり、誰でもかかる可能性があること

治療をおこなえば、進行を遅らせる可能性がある

こと １

適切な生活習慣が認知症の予防につながること

周囲とトラブルを起こしがちになる可能性がある

こと １

介護保険サービスを利用できること

周囲の人が接し方を見直すことで、安心して過ご

すことにつながること １

認知症の相談窓口があること

どれも知らなかった

無回答 全体（n=1428）

87.5

68.6

60.9

58.1

57.4

35.6

21.4

2.5

3.6

0 20 40 60 80 100

家族や知人に負担をかける

火の始末ができなくなるなど、日常生活で危険が

生じる １

金銭管理ができなくなる

医療費や介護費用の負担が大きくなる

家の場所が分からなくなり、自力で帰れなくなる

詐欺などの犯罪にあってしまう

相談先が分からない

その他

無回答 全体（n=1428）

（％） 

（％） 
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③ 在宅介護を継続していくにあたって今後不安に感じること（在宅介護実態調査） 

「認知症状への対応」が約４割を占めて最も高く、次いで「外出の付き添い、送迎等」、「夜

間の排泄」、「日中の排泄」、「入浴・洗身」の順となっており、身体介護に不安を感じている

介護者が多くなっています。 

《在宅介護を継続していくにあたって今後不安に感じること（複数回答可）》 

 
 

 

 

39.7

31.5

29.3

24.7

24.3

21.5

14.7

9.5

9.3

6.8

4.5

22.7

21.5

17.5

10.4

5.0

1.8

4.3

0 10 20 30 40 50

認知症状への対応

外出の付き添い、送迎等

夜間の排泄

日中の排泄

入浴・洗身

屋内の移乗・移動

服薬

衣服の着脱

食事の介助（食べる時）

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

医療面での対応（経管栄養、ストーマ等）

その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）

食事の準備（調理等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他

不安に感じていることは、特にない

主な介護者に確認しないと、わからない

無回答 全体（n=441）

身
体
介
護 

生
活
援
助 

（％） 

市民の認知症への関心は高く、認知症を罹患した際に介護・介助者への負担増を心配

している人が多くなっています。また、在宅で介護をしている人の不安感でも認知症へ

の対応が最も高くなっています。 

認知症を心配する際の相談窓口を含め、認知症の方やその家族を地域（周囲）で支え

る制度や取組について、周知を行っていく必要があります。 
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（７）在宅での介護について 

① 主な介護者の就労形態（在宅介護実態調査） 

主な介護者の就労形態は、「働いていない」が半数近くを占めて最も高くなっています。 

一方で、「フルタイムで働いている」と「パートタイムで働いている」を合わせた『働いて

いる』人は４割以上を占めています。 

《主な介護者の就労形態》 

 

② 介護をするにあたっての働き方についての調整等（在宅介護実態調査） 

働いている介護者の介護をするにあたっての働き方についての調整等は、「特に行ってい

ない」が３割未満となっており、何かしらの調整をしながら働いている人が７割近くを占め

ています。 

《介護をするにあたっての働き方についての調整等（複数回答可）》 

 
 

25.2 21.3 48.3

0.7

4.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=441）

フルタイムで働いている パートタイムで働いている

働いていない 主な介護者に確認しないと、わからない

無回答

28.8

41.0

19.0

4.4

17.1

1.5

2.0

0 10 20 30 40 50

特に行っていない

介護のために、「労働時間を調整（残業免除、

短時間勤務、遅出・早帰・中抜け等）」しなが

ら、働いている １

介護のために、「休暇（年休や介護休暇等）」

を取りながら、働いている １

介護のために、「在宅勤務」を利用しながら、

働いている １

介護のために、上記以外の調整をしながら、働

いている １

主な介護者に確認しないと、わからない

無回答
全体（n=205）

（％） 

在宅で高齢者の介護をしている人の中で就労している人は半数近くを占め、そのう

ち介護のために働き方の調整をしている人が多くみられます。 

高齢化により今後も介護・介助の必要な高齢者が増加することが見込まれることか

ら、介助者の介護と仕事の両立についても、支援していく必要があります。 
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③ 訪問診療の利用状況（在宅介護実態調査） 

要介護度別にみると、介護度が上がるにつれて「利用している」が高くなっており、要介

護５では４割以上を占めています。 

《訪問診療の利用状況》 

 

④ 今後の在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス（在宅介護実態調査） 

「移送サービス（介護・福祉タクシー等）」が３割を超えて最も高く、次いで「外出同行（通

院、買い物など）」の順となっています。 

《今後の在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス（複数回答可）》 

 
 

7.2

8.1

8.8

16.7

27.7

31.9

45.2

92.0

91.3

86.7

81.3

71.1

68.1

47.6

0.8

0.6

4.5

2.0

1.2

0.0

7.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

要支援１

（n=125）

要支援２

（n=149）

要介護１

（n=113）

要介護２

（n=96）

要介護３

（n=83）

要介護４

（n=69）

要介護５

（n=42）

利用している 利用していない 無回答

31.5

23.0

16.0

15.8

14.2

13.1

10.9

9.9

6.9

5.2

25.1

18.8

0 10 20 30 40

移送サービス（介護・福祉タクシー等）

外出同行（通院、買い物など）

見守り、声かけ

掃除・洗濯

配食

買い物（宅配は含まない）

調理

サロンなどの定期的な通いの場

ゴミ出し

その他

特になし

無回答 全体（n=677）

（％） 

最期まで在宅生活を送るためには、訪問診療・訪問看護などの医療体制と外出などの

移動支援の充実が必要です。 
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（８）介護保険事業所等における課題 

① 従事者の過不足の状況（事業所調査） 

「適当」が４割近くを占めて最も高くなっているものの、次いで「不足」が３割近くを占め、

「大いに不足」、「やや不足」と合わせると、『不足』の事業所が約６割を占めています。 

《従事者の過不足の状況》 

 

② 従事者の雇用・勤務面での課題（事業所調査） 

「若い職員が不足している」が約４割を占めて最も高く、次いで「十分な報酬が支払えない」、

「経験豊富な人材が少ない」の順となっています。 

《従事者の雇用・勤務面での課題（複数回答可）》 

 
 

7.1 28.4 24.3 37.9

0.6

1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=169）

大いに不足 不足 やや不足 適当 過剰 無回答

39.1

29.6

28.4

17.8

13.6

9.5

8.3

6.5

4.1

3.6

9.5

14.2

5.3

0 10 20 30 40 50

若い職員が不足している

十分な報酬が支払えない

経験豊富な人材が少ない

職員の精神的ケアが不足している

臨時職員、パート職員が多い

男性職員が不足している

超過勤務が多い

女性職員が不足している

職員の健康面のケアが不足している

休日出勤が多い

その他

特になし

無回答 全体（n=169）

（％） 

人材が不足している事業所が多く、特に若い人材の雇用ができていない状況にありま

す。高齢化により今後も介護・介助の必要な高齢者が増加することが見込まれることか

ら、資格を持っていても従事していない人の掘り起こしなど、スポット雇用なども含め、

マッチング機能を上げていく必要があります。 
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③ ケアマネジャーのケアプラン作成時の医療関係にかかる相談先（ケアマネジャー調査） 

「訪問看護ステーションの看護師」が約８割を占めて最も高く、次いで「地域医療連携室の

相談員」、「診療所の医師」、「薬剤師」、「病院の医師」の順となっており、「相談できる相手はい

ない」は１割未満となっています。 

《ケアマネジャーのケアプラン作成時の医療関係にかかる相談先（複数回答可）》 

 
 

④ 主治医意見書を書いた主治医との連携状況（ケアマネジャー調査） 

「医療的依存の高い人だけとっている」が半数以上を占めて最も高く、「常にとっている」と

合わせると、『とっている』が約７割を占めています。 

一方で、「必要と感じているがとっていない」が２割以上を占めています。 

《主治医意見書を書いた主治医との連携状況》 

 

 

 

 

 

 

 

79.0

47.6

37.1

32.4

30.5

20.0

16.2

4.8

5.7

8.6

1.0

0 20 40 60 80 100

訪問看護ステーションの看護師

地域医療連携室の相談員

診療所の医師

薬剤師

病院の医師

病院の看護師

診療所の看護師

歯科医師

その他

相談できる相手はいない

無回答 全体（n=105）

16.2 53.3 25.7 3.8 1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=105）

常にとっている 医療的依存の高い人だけとっている

必要と感じているがとっていない 必要と感じない

無回答

（％） 

（％） 

主治医との連携が十分にとれていないケアマネジャーが２割を超えており、介護・医

療の連携を強化していく必要があります。 
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３ 第８期計画の検証結果 

 

各事業の取組状況について、関係各課において自己評価を

行ったところ、全87事業のうち、58事業（66.7％）がＢ評価（ほ

ぼ計画どおり事業を実施できた）、19事業（21.8％）がＡ評価

（計画どおり事業を実施できた）となりました。また、Ｃ評価

（事業を実施できなかった）の事業は９事業（10.3％）となっ

ています。 

前計画の基本方針ごとに整理した詳細は以下の通りです。 

 

基本方針１ 地域包括ケアシステムを支えるネットワークづくり 

関係機関との連携の推進や地域ケア会議の開催により、地域包括支援センターの機能強化に

努めてきました。また、地域においては、自治委員、民生児童委員、地域福祉推進委員等の活

動によって、つながりづくりや居場所づくり等の地域づくりを進めてきました。 

今後も地域住民がいつまでも住み慣れたまちでいきいきと暮らしていくため、高齢者の些細

な異変に気付くことから、早期に必要な支援につなげられるよう、関係機関や協力者間で情報

を共有し、高齢者の見守り支援等を行っていく必要があります。 

 

基本方針２ 介護予防・健康づくりと社会参加の推進 

高齢者の社会とのつながりの維持や健康維持・増進に向けて、さまざまな講座の開催や就労

支援、健康診査や健康相談等を実施していますが、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、

開催の中止や縮小となりながらも、多くの取組で感染対策を講じた上での実施に努めました。 

コロナ禍により社会とのつながりが希薄となりつつある高齢者等が新たに（または再度）社

会とのつながりを持つことができるよう、取組に関する広報の充実や時代に応じた取組の実施

検討等を行っていく必要があります。また、健康づくりに関しては、高齢になる前からの取組

が重要であることから、壮年期からの健康意識の向上や生活習慣の改善などの必要性を周知し

ていく必要があります。 

 

基本方針３ 介護サービスの充実強化 

第８期計画に基づき、介護保険サービスの提供体制の整備を進めるとともに、介護給付等適

正化事業など複数の事業を継続して取り組んでいます。 

また、高齢者の増加に伴い、今後も要支援・要介護認定者が増えていくことが見込まれるこ

とから、認知症の方や医療ケアと介護が必要な高齢者などの様々なニーズを捉えながら、介護

保険サービスの提供体制の整備を進めていく必要があります。また、介護人材の確保策として、

事業者への介護人材に関する調査結果のフィードバックや、事業者の業務負担の軽減につなが

る取組の検討などを行う必要があります。 

計画どおり

実施

21.8%

ほぼ

計画どおり実施

66.7%

実施でき

なかった

10.3%

事業廃止

1.2%

全87事業
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基本方針４ 認知症予防及び支援策の充実 

認知症を正しく理解し、必要に応じた手助けをすることができる人材を地域で育成するため、

認知症サポーター養成講座を行っています。また、認知症の方の社会参加や介護者の休息や負

担軽減等を目的とした認知症カフェの開催などの認知症施策と並行して、認知症の早期発見・

早期治療を目的とした認知症初期集中支援チームを配置しています。 

今後も高齢者の増加に伴い、認知症を患う方の増加も見込まれており、また認知症への対応

が家族介護者の不安感も高いことから、引き続き認知症に関する正しい知識の普及に努めると

ともに、認知症の早期発見・早期治療につなげる体制を強化していく必要があります。 

 

基本方針５ 高齢者の尊厳を守る支援体制の確立 

成年後見制度等の利用の促進に向けて、市の広報や出前講座での成年後見制度の説明の実施

を行い、広く周知を図っています。一方で、制度の認知度はまだまだ低いことから、広く市民

に成年後見制度について周知していく必要があります。 

また、高齢者の虐待防止対策では、人権に関する講座の開催や相談を行うとともに、市役所・

地域包括支援センター・各関係機関が役割分担しつつ、連携して対応する体制づくりを行って

います。今後も、迅速に対応できる体制づくりを構築していくとともに、市のホームページ等

のインターネットの活用など、より効果のある啓発方法の検討を行っていく必要があります。 

 

基本方針６ 住みよいまちづくりの推進 

高齢者が地域で安心して生活することができるよう、配食サービスによる見守りや住環境、

ユニバーサルデザインの推進等といった生活環境の整備に関する取組を実施しています。 

周知が十分でない取組もあることから、今後も事業の広報・周知について充実していくとと

もに、すべての人が暮らしやすい街の整備を行うことで、高齢者の引きこもりや孤立・孤独を

防ぐ取り組みを進めていく必要があります。 

 

基本方針７ 災害時における高齢者支援体制の確立 

市民の防災意識の高揚と地域防災力の向上を図るため、広報誌やホームページでの広報を積

極的に行うとともに、避難に介護や介助が必要な人についての名簿の作成や個別避難計画の作

成に向けて周知を行っています。 

近年では各地で未曾有の災害が発生しており、避難を要する状況も増えてきていることから、

支援が必要な方の避難や避難先での生活を支えるため、関係機関等との連携を強化していく必

要があります。 
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４ 2040 年の橿原市の姿 
 

（１）高齢者人口の推計 

高齢化率は、令和５年（2023年）の29.4％から本計画期間の最終年度である令和８年（2026年）

には30.2％、令和22年（2040年）には36.4％と人口の４割近くが高齢者になると見込まれます。 

《人口（年齢３区分別）の推計》 

 
資料：（実績）令和３年～５年は、住民基本台帳人口（各年９月末）      

（推計）令和６年以降は、コーホート変化率法による推計（各年９月末） 

《年齢３区分別人口割合の推計》 

 
資料：（実績）令和３年～５年は、住民基本台帳人口（各年９月末）      

（推計）令和６年以降は、コーホート変化率法による推計（各年９月末） 

 

14,462 14,081 13,711 13,386 13,103 12,723 11,530 10,318 9,559

71,315 71,047 70,551 70,002 69,471 68,964 65,891
61,040

54,721

34,975 35,037 35,122 35,260 35,269 35,310
35,668

35,963
36,739

120,752 120,165 119,384 118,648 117,843 116,997 
113,089 

107,321 
101,019 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

令和３年

（2021年）

令和４年

（2022年）

令和５年

（2023年）

令和６年

（2024年）

令和７年

（2025年）

令和８年

（2026年）

令和12年

（2030年）

令和17年

（2035年）

令和22年

（2040年）

年少人口（15歳未満） 生産年齢人口（15～64歳） 高齢者人口（65歳以上）

12.0 11.7 11.5 11.3 11.1 10.9 10.2 9.6 9.4

59.1 59.1 59.1 59.0 59.0 58.9 58.3 56.9
54.2

28.9 29.2 29.4 29.7 29.9 30.2 31.5
33.5

36.4
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年少人口（15歳未満） 生産年齢人口（15～64歳） 高齢者人口（65歳以上）

（人） 

（％） 

実績     推計 

第９期計画期間 

実績     推計 

第９期計画期間 
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（２）要介護等認定者数の推計 

要介護等認定者数の推計では、令和５年度（2023年度）の性別５歳階級別介護度別の認定率が

今後も続くものと仮定して各年度の認定者数を算出しました。 

推計結果によると、要介護等認定者数は、令和５年度（2023年度）の5,839人から本計画期間の

最終年度である令和８年度（2026年度）には6,182人（1.06倍）、令和22年度（2040年度）には7,221

人（1.24倍）になると見込まれます。 

第１号認定率（第１号認定者数÷第１号被保険者数＝第１号被保険者に占める第１号認定者の

割合）は令和５年度（2023年度）の16.6％から令和８年度（2026年度）には17.5％まで上昇する

と見込まれます。 

《要介護等認定者数の推計》 

 

  
資料：（実績）令和３年～５年は、厚生労働省「介護保険事業状況報告（９月月報）」（各年９月末） 

（推計）令和６年以降は、地域包括ケア「見える化」システムによる推計値（各年９月末） 

 

 

1,062 1,136 1,169 1,214 1,248 1,283 1,414 1,469 1,381
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（３）認知症高齢者の推計 

本市の認知症高齢者について、「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」

における認知症有病率をもとに推計すると、平成24年度（2012年度）以降に認知症有病率が一定

と仮定して高齢者人口に乗じて算出した場合には、令和７年（2025年）に6,525人に、令和22年

（2040年）には7,605人に増加すると見込まれます。 

また、認知症有病率が平成24年度（2012年度）以降に糖尿病有病率の上昇に伴い上昇すると仮

定して高齢者人口に乗じて算出した場合には、令和７年（2025年）に7,054人に、令和22年（2040

年）には9,038人に増加すると見込まれます。 

 

《認知症高齢者数の推計》 

 
※「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」        

（平成 26 年度厚生労働科学研究費補助金特別研究事業 九州大学 二宮教授） 
の認知症有病率より推計                        
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第３章 計画の基本的な考え方 
 

１ 基本理念 
 

橿原市第４次総合計画、第２期橿原市まち・ひと・しごと創生総合戦略では、将来の都市像

として『はじまりから未来へ、つながりきらめくまち かしはら』を将来ビジョンとして掲げ、

まちづくりの理念として「人とともに、歴史とともに、やさしく強いまち かしはら」を定めて

います。 

本計画では、総合計画や国・県の方針を踏まえ、第８期計画の基本理念である【安心で生き

がいに満ちた心豊かな暮らしを支える福祉のまちづくり】を継承し、高齢者がいつまでも生き

がいや役割をもって、地域社会とのつながりを大切にしながら、元気に自分らしくいきいきと

暮らせるまちづくりを目指します。 

 

 

 

安心で生きがいに満ちた心豊かな暮らしを支える 

福祉のまちづくり 
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■ 橿原市の日常生活圏域 

国の基本的な考え方は、地理的条件、人口、交通事情、その他社会的条件、介護保険サービ

ス等を提供するための整備状況等を勘案して、高齢者が介護を必要な状態となっても、住み慣

れた地域での生活が継続できるよう「日常生活圏域」を設定することとしており、本市の日常

生活圏域は下記のとおり７圏域となっています。 

なお本市では、中学校区ごとに介護保険施設や地域密着型サービス事業所を整備しています。

地域包括支援センターについては、令和６年度に区域を２つに分割し、これまでの１か所か 

ら２か所に増設し、それに伴い「かしはら街の介護相談室」の再編を進めることによって、よ 

り地域に密着した対応ができるよう、地域包括ケアシステムの深化・推進を図るものとします。 

《橿原市の日常生活圏域》 

地域包括支援センター

担当区域 

日常生活

圏域 
校区 

北部 

橿原 橿原中学校区 

大成 大成中学校区 

八木北 八木中学校区の一部 ※耳成小学校区、耳成南小学校区、晩成小学校区 

南部 

八木南 八木中学校区の一部 ※鴨公小学校区、香久山小学校区 

畝傍 畝傍中学校区 

光陽 光陽中学校区 

白橿 白橿中学校区 
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２ 基本方針 

 

基本理念の実現に向けて、７つの基本方針を設定し、その具体的な取組及び目標値について

設定します。 

 

保健・医療・福祉の関係者をはじめ、地域の各種団体や住民が連携し、サービスを一体的に

提供していく地域づくり・人づくりを実現するため、地域包括支援センターや地域ケア会議を

通じた支援ネットワークの構築や地域課題の発見と地域資源の活用、地域活動の担い手となる

人材の確保・育成等、地域包括ケアシステムの深化・推進に取り組みます。 

また、地域共生社会の実現を目指し、地域住民や多様な主体と市が協働して、様々な地域生

活における課題の相談支援体制を整備します。 

 

生涯を通じて元気で充実した生活を送ることができるよう、趣味の活動や学習機会の提供・

就労支援等を通じた高齢者の生きがいづくりの機会創出や社会参加の推進を図ります。 

また、スポーツを活用した健康づくりの推進に取り組むほか、疾病の早期発見・早期治療の

ため、健康診査や各種がん検診を実施し、フレイル予防をはじめ、高齢者の健康維持に取り組

みます。 

 

介護が必要となった場合でも住み慣れた地域で自分らしく安心して生活を続けることがで

きるよう、高齢者の多様なニーズを踏まえながら、介護サービスを提供する基盤整備を進めま

す。 

また、介護保険制度の持続可能性を高め、介護保険サービスの質の向上を図るため、介護給

付等適正化事業を継続して実施し、保険者機能強化に取り組みます。 

 

認知症に対する正しい理解の促進を図るため、広報の充実やＩＣＴを活用した情報発信等、

認知症に関する知識の普及・啓発を図ります。 

また、地域の関係機関との連携を強化し、認知症の早期発見・早期対応に努めるとともに、

認知症になっても、できる限り住み慣れた地域において本人の意思が尊重された環境で暮らし

続けることができるよう、認知症の方やその家族のニーズに合わせ、必要な支援につながるよ

う努めます。 

基本方針１ 地域包括ケアシステムを支えるネットワークづくり 

基本方針２ 介護予防・健康づくりと社会参加の推進 

基本方針３ 介護サービスの充実強化 

基本方針４ 認知症予防及び支援策の充実 
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成年後見制度等の利用促進に向けては、市の広報や出前講座での成年後見制度の説明の実施

を行い、広く周知を図っています。一方で、制度の認知度はまだまだ低いことから、広く市民

に向けて成年後見制度について周知していく必要があります。 

また、高齢者の虐待防止に向けては、人権に関する講座の開催や相談を行うとともに、市役

所・地域包括支援センター・各関係機関が役割分担しつつ、連携して対応する体制づくりを行っ

ています。今後も、迅速に対応できる体制づくりを構築していくとともに、デジタル活用を含

めたより効果のある啓発を行っていきます。 

 

高齢者やその家族が、介護等により生活のあり方が変化しても、できる限り自宅や住み慣れ

た地域で安心して暮らし続けられるよう、在宅生活を営む上で必要な福祉サービス等の支援を

行います。 

また、高齢者が多様な生活課題を抱えたままでも地域生活を安全に営めるまちづくりが求め

られていることから、高齢者の実情に合わせた住環境の整備や交通手段の確保、交通・防犯対

策等を講じるほか、高齢者が自分らしく尊厳を持って生活していくための支援を行います。 

 

自発的な声かけ等による見守り等の地域活動や災害時の安否確認に対し、関係機関との連携

の促進や情報共有を行います。風水害を始めとした自然災害が起こったとしても、関係法令等

に基づき、国や県が発信する情報の収集や情報提供に努め、要支援・要介護者に対する支援を

継続できるよう、取り組んでいきます。 

また、介護事業所に対しては、風水害等に備えるため、避難確保計画の策定や訓練の実施を

指導するとともに、地域と協働し、防災や感染症予防について周知・啓発を行います。 

基本方針５ 高齢者の尊厳を守る支援体制の確立 

基本方針６ 住みよいまちづくりの推進 

基本方針７ 災害時における高齢者支援体制の確立 
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３ 施策の体系 

 

基本理念  基本方針  施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安
心
で
生
き
が
い
に
満
ち
た
心
豊
か
な
暮
ら
し
を
支
え
る
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り 

基本方針１ 

地域包括ケア 

システムを支える 

ネットワークづくり 

（１）地域包括支援業務の機能強化 

（２）医療・介護の連携強化 

（３）地域レベルでの相談支援体制の充実 

（４）地域資源のネットワークの強化 

（５）地域コミュニティの活性化 

基本方針２ 

介護予防・ 

健康づくりと 

社会参加の推進 

（１）介護予防と自立支援・重度化防止の推進 

（２）壮年期からの健康づくりの意識啓発と保持増進 

（３）自主的な介護予防・健康づくり活動の支援 

（４）高齢者の社会参加と地域づくり 

（５）高齢者の就労支援 

基本方針３ 

介護サービス 

の充実強化 

（１）介護サービスの充実 

（２）多様な人材の確保・育成と資質向上 

（３）業務の効率化と事業者支援 

（４）介護給付の適正化 

基本方針４ 

認知症予防 

及び支援策の充実 

（１）認知症に関する正しい理解の促進 

（２）認知症の方を地域で支える体制づくり 

（３）認知症の方とその家族への支援 

（４）認知症予防の推進 

（５）認知症の早期発見・早期対応の推進 
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基本理念  基本方針  施策 
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基本方針５ 

高齢者の 

尊厳を守る 

支援体制の確立 

（１）成年後見制度の利用促進 

（２）高齢者に対する虐待防止と権利擁護 

（３）ＡＣＰ（人生会議）の普及・啓発 

基本方針６ 

住みよい 

まちづくりの推進 

（１）高齢者福祉・生活支援サービスの確保 

（２）高齢者の安心な暮らしの確保 

（３）施設等のバリアフリー・ユニバーサルデザイン化の推進 

（４）在宅支援拠点と連携した住まいの整備 

（５）防犯・安全対策の強化 

基本方針７ 

災害時における 

高齢者支援体制の 

確立 

（１）安心・安全を支える人材の確保と育成 

（２）防災意識の向上 

（３）避難行動要支援者対策の推進 

（４）施設・事業所における災害・感染症対策の推進 
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第４章 高齢者施策の展開について 
 

基本方針１ 地域包括ケアシステムを支えるネットワークづくり 

 

（１）地域包括支援業務の機能強化（重層的支援体制整備事業） 

現状と課題 

地域包括支援センター及び「かしはら街の介護相談室」において、地域の実態やニーズの把握

を行うなど、支援体制の強化を図っています。一方で、アンケート調査では相談先として「かし

はら街の介護相談室」の認知度は 14％に留まっています。また、近年では高齢者の抱える課題も

複合化・複雑化してきています。 

高齢者の増加に伴い、介護や支援ニーズの高まりが予測される中、今後も引き続き高齢者の介

護や支援ニーズに対応するため、相談体制の充実・強化（重層的支援体制の整備）を図っていく

必要があります。また、課題解決に向けては、早期の相談が早期解決の第一歩となることから、

早期相談の重要性を含め、相談先の周知・啓発に努めていく必要があります。 

▼ ▼ ▼ 
今後の方向性 

 地域包括支援センター及び「かしはら街の介護相談室」の再編を行い、地域包括ケアシステムの

中核をなす機関である地域包括支援センターの機能強化を行います。 

 地域の関係機関等との一層の連携を図り、市民の身近な相談窓口の周知啓発に努めます。 

 関係部署や関係機関との連携により、高齢者やその家族に寄り添った“伴走型支援”が行えるよ

う、人員確保を含めた体制の強化に努めます。 

 
 

《具体的取組》 

事業名 事業概要 担当部署 

地域包括支援センター

と「かしはら街の介護相

談室」の連携による体制

強化への取組 

地域包括ケアシステムの中核機関として、地域包

括支援センター及び「かしはら街の介護相談室」

の体制強化を図ります。 

地域包括支援センターの機能（総合相談支援業

務、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメ

ント支援業務、介護予防ケアマネジメント業務、

地域ケア会議、認知症施策の推進）の充実のため、

必要な職員数３職種（保健師・社会福祉士・主任

介護支援専門員）の配置を義務付け、その資質向

上、事業評価等に取り組みます。また、「かしは

ら街の介護相談室」は、より地域に密着した身近

な相談窓口として、地域の高齢者の見守りや相談

に応じます。 

長寿介護課 
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（２）医療・介護の連携強化 

現状と課題 

高齢者人口が増加したことで、様々なニーズを持つ高齢者も増加しています。その中で、今後

もニーズの高まりが見込まれているのが、医療と介護の両方を必要とするケースです。 

在宅医療介護連携会議や病院ケアマネ合同会議の開催を重ね、在宅医療に関わる専門職同士で

の関係づくりに努めています。 

今後も病院ではなく住み慣れた自宅で最期を迎えることを希望している高齢者は少なくない

ことから、高齢者本人や家族の希望に応じて自宅で療養することができる体制を充実していくこ

とが必要です。 

▼ ▼ ▼ 
今後の方向性 

 関係機関と連携しながら、支援を必要とする高齢者が住み慣れた地域で医療・介護サービスを一

体的に受けられるよう関係者の連携を強化します。 

 かかりつけ医を持つことの重要性や在宅医療に関する情報提供を行い、普及啓発に努めます。 

 
 

《具体的取組》 

事業名 事業概要 担当部署 

病院と地域の関係機関

との連携のさらなる強

化 

医療関係者と介護関係者等の相互理解や連携を

促進するため、入退院時における「入退院連携マ

ニュアル」を関係者へ周知するとともに、必要に

応じて会議等を開催することでさらなる連携の

強化に取り組みます。 

長寿介護課 

在宅医療に関わる専門

職のスキルアップと連

携体制の構築 

地域で在宅医療を支援する介護支援専門員（ケア

マネジャー）の研修を行い、資質向上を図ります。

医療・介護の専門職のスキルアップと連携を強化

するため、多職種交流勉強会を開催し、在宅医療

に関わる専門職のネットワーク体制の構築を進

めます。 

長寿介護課 

 
 

《関連する目標指標》 

事業名 指標名 

目標値 

令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

病院と地域の関係機関

との連携のさらなる強

化 

入院情報提供書の提出率 93％ 93％ 93％ 

退院調整率 82％ 82％ 82％ 
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（３）地域レベルでの相談支援体制の充実 

現状と課題 

高齢者とその家族が暮らしに困らないまちづくりを進めていくためには、身近な地域において

相談できる場があることが不可欠です。 

本市では、身近な相談窓口として「かしはら街の介護相談室」を設置し、地域活動等との連携

により、支援につながっていないひとり暮らし高齢者や孤立家庭の実態把握を進めています。一

方で、地域との関わりが希薄な人への「かしはら街の介護相談室」の周知は課題となっています。 

身近な場所での認知症等の教室開催を継続するとともに、より多くの高齢者やその家族に対す

る周知・啓発に取り組んでいく必要があります。 

▼ ▼ ▼ 
今後の方向性 

 複合化・複雑化した課題を抱える高齢者の支援に対応するため、関係機関等とのネットワークを

活用し、高齢者の実態やニーズに沿った支援体制の整備に取り組みます。 

 
 

《具体的取組》 

事業名 事業概要 担当部署 

身近な総合相談窓口 

地域の身近な総合相談窓口として、24 時間 365

日の窓口開設を実施します。また、より多くの高

齢者の相談に引き続きつなげるため、効果的な手

段で周知に努めます。 

長寿介護課 

地域の高齢者への積極

的な訪問 

生活機能の低下のリスクのある高齢者や虐待、認

知症等により見守りを必要とする高齢者などを

支援につなげるため、関係機関等から情報提供の

あった高齢者への訪問相談を行います。 

長寿介護課 

地域住民対象の教室の

開催 

地域のニーズに対応しながら、認知症や成年後見

制度等の権利擁護、介護予防などの啓発のための

教室を開催するとともに、住民の集い・交流の場

づくりに取り組みます。 

長寿介護課 
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（４）地域資源のネットワークの強化 

現状と課題 

地域には様々な団体があり活動を行っています。地域ケア会議等の推進により、地域住民と関

係機関や団体等とのネットワークは進んでいるものの、それぞれがそれぞれの活動を行ってお

り、団体同士での横の連携は不十分な状況があります。 

少子高齢化や核家族化の進行に伴い、ひとり暮らし高齢者や高齢夫婦世帯など、高齢者のみの

世帯が増加しています。今後も地域での見守りを必要としている人たちが増加することが予測さ

れることから、これまで見守り活動を行ってきた各種団体に加え、市内の企業や事業所などを含

め、多くの人々の協力により、見守り活動のネットワーク体制を強化していく必要があります。 

▼ ▼ ▼ 
今後の方向性 

 関係者間の情報共有とネットワークの充実に努め、誰もが安心して生活できる地域づくりを進め

ます。 

 
 

《具体的取組》 

事業名 事業概要 担当部署 

地域資源の把握・連携 

住民参加による高齢者福祉に資する公的でない

様々な活動を支援し、活用するため、地域包括支

援センターと「かしはら街の介護相談室」及び関

係機関等の連携により、地域の社会資源等の実態

把握を進め、関係者との連携を図ります。 

長寿介護課 

地域ケア会議の推進 

個別ケースの課題から地域全体の課題を抽出し

支援体制の構築を目指す個別レベル地域ケア会

議、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられる

よう必要な見守り・居場所等について検討する生

活支援地域ケア会議、専門職がケアマネジメント

のプロセスに関与し多職種により課題等を検討

することで要支援者等の生活機能の改善を目指

す自立支援地域ケア会議など、多職種連携の会議

を通じて、個別課題の解決や地域課題の把握を図

ります。 

長寿介護課 

市民活動交流広場運営

事業 

市民公益活動に関する情報収集・提供や、作業ス

ペースの提供、活動団体の支援及び交流を促進す

るため、市民活動講座を年に２回程開催、ひろば

の寺子屋を年に２回程開催、月に１度のＮＰＯ・

ボランティア活動紹介事業、情報誌「ナビコンパ

ス」の発行による活動周知、行政や登録団体・個

人による出前講座の調整などを実施します。 

市民協働課 
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事業名 事業概要 担当部署 

地域見守りネットワー

ク事業 

高齢者や障がい者が住み慣れた地域で安心して

生活できるように地域社会全体で見守る仕組み

づくりを進めます。 

また、地域からの孤立や孤独死を防止し、認知症

などの異変を早期に発見して必要な支援を行え

るように各種団体、企業、事業者などと行政が協

力して、見守りを行います。 

福祉総務課 

 
 

《関連する目標指標》 

事業名 指標名 

目標値 

令和６年度 
(2024年度) 

令和７年度 
(2025年度) 

令和８年度 
(2026年度) 

市民活動交流広場運営

事業 

市民活動講座等開催回数 年４回開催 年４回開催 年４回開催 

ナビコンパス発行回数 年２回発行 年２回発行 年２回発行 
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（５）地域コミュニティの活性化 

現状と課題 

見守り・居場所づくり・つながりづくりを推進するため、小学校区において「生活支援地域ケ

ア会議」を開催しています。 

また、あらゆる機会を通じて地域での支え合い、助け合いの周知啓発に取り組んでいます。 

一方で、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、地域活動の自粛などにより、地域力が弱まっ

ている状況にあります。住み慣れた地域で安心して自立した生活を送ることができるよう、支援

が必要な高齢者の自立生活や健康を支えるとともに、支え合いの地域づくりに向けた住民の主体

的な活動を支援し、地域コミュニティの形成を強化していく必要があります。 

▼ ▼ ▼ 
今後の方向性 

 地域コミュニティの強化や必要性について周知を図ります。 

 地域福祉推進の中核を担っている住民（自治会、民生委員・児童委員、各種団体等）により構成

された地域福祉推進委員会の活動を支援します。 

 
 

《具体的取組》 

事業名 事業概要 担当部署 

地域福祉推進委員会活

動支援 

16小学校区ごとに住民（自治会、民生委員・児童

委員、各種団体等）により構成された地域福祉推

進委員会の活動を支援し、「かしはら街の介護相

談室」と連携しながら、地域のニーズや特性に

あった取組や活動を通じて、住民の地域福祉への

理解と関心を深め、住民同士の支え合いによる福

祉活動を推進します。 

また、各小学校区間の情報共有を図り、連携を進

めることで、地域福祉の充実を図ります。 

さらに、幅広い世代が参加できる取組を推進し、

次世代の担い手の育成を図ります。 

福祉総務課 

社会福祉協議会 

自治会活動支援 

橿原市自治委員連合会と協力し、研修や情報交換

を行い、自治会組織の運営を支援して、地域コ

ミュニティの強化や交流の促進を図ります。 

市民協働課 

民生委員・児童委員・ボ

ランティア等による見

守り活動への支援 

民生委員・児童委員やボランティアの協力を得

て、ひとり暮らし高齢者等が住み慣れた地域で安

心して生活できるよう、ふれあいや見守り、安否

確認等を目的とした活動に対して支援します。ま

た、見守り活動を通じ、地域の社会資源や「かし

はら街の介護相談室」の活動等を周知啓発し、多

方面から支援できる体制を整えていきます。 

社会福祉協議会 

民生委員・児童委員の活

動支援 

地域福祉推進の中核を担っている民生委員・児童

委員活動を支援するとともに、関係部署との連携

や研修を通して見識を一層深めてもらう機会を

提供します。 

福祉総務課 
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《関連する目標指標》 

事業名 指標名 

目標値 

令和６年度 
(2024年度) 

令和７年度 
(2025年度) 

令和８年度 
(2026年度) 

自治会活動支援 自治委員研修 年１回開催 年１回開催 年１回開催 

民生委員・児童委員・ボ

ランティア等による見

守り活動への支援 

見守り活動支援事業利用

者数 
1,850人 1,850人 1,850人 

ふれあい電話訪問サービ

ス事業利用者数 
50人 50人 50人 
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基本方針２ 介護予防・健康づくりと社会参加の推進 

 

（１）介護予防と自立支援・重度化防止の推進 

現状と課題 

加齢による身体機能や認知機能等の低下は、誰もが少なからず経験することです。 

しかし、その低下を軽度の状態で維持できるかどうかは、高齢者本人の努力によるところが大

きいのが現状です。 

本市では、介護予防教室だけでなく、「ふれあいサロン」や住民主体の介護予防サークル「元

気な一歩会」などの集いの場づくりなど、地域における介護予防活動を支援するとともに、人と

人とのつながりを重視した地域づくりを推進しています。 

一度介護を必要とする状態となってしまうと大幅な改善は見込めないことから、元気なうち、

または、身体機能等の低下が軽度のうちに、介護予防の取組を実践すること、そして、それを習

慣付けることが重要です。 

▼ ▼ ▼ 
今後の方向性 

 高齢者が住み慣れた地域で介護予防の取組に参加するにあたり適切な指導を受けることができ

るよう、行政として様々な教室・講座の実施や専門職の派遣等に努めます。 

 「ふれあいサロン」や「元気な一歩会」などの活動を市内全域に展開し、より身近な地域で介護

予防活動に取り組めるように支援します。 

 多様な社会資源を通じて社会参加することにより、元気でいきいきと暮らせる地域づくりを進め

ます。 

 
 

《具体的取組》 

 ① 一般介護予防事業 

事業名 事業概要 担当部署 

介護予防普及啓発事業 

運動機能の低下や閉じこもりを予防するため、市

主催の介護予防教室「元気はつらつ体操教室」を

継続して実施します。また、専門職等を派遣し、

各種講義を受講していただける「シニア塾」「介

護予防セミナー」を実施することで、地域の活動

を支援します。 

長寿介護課 

地域介護予防活動支援

事業 

介護予防に資する活動を支援するため、「ふれあ

いサロン」の実施を継続的に支援するとともに、

住民主体の介護予防サークル「元気な一歩会」の

立ち上げ支援を実施します。 

長寿介護課 

地域リハビリテーショ

ン活動支援事業 

専門職がケアマネジメントのプロセスに関与す

るため、自立支援地域ケア会議へ専門職を派遣し

ます。また、地域における介護予防に資する活動

を支援するため、専門職の派遣に取り組みます。 

長寿介護課 
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事業名 事業概要 担当部署 

高齢者の保健事業と介

護予防の一体的実施 

高齢者の通いの場「ふれあいサロン」において健

康教育を行うことにより、市の健康課題である高

血圧症を予防し、市民の健康寿命の延伸を図りま

す。 

介護予防と生活習慣病等の疾病予防、重症化予防

を一体的に実施するために、関係各課と相互に連

携を図りながら、取組を進めていきます。 

健康増進課 

保険年金課 

長寿介護課 

 

 ② 介護予防・生活支援サービス事業 

事業名 事業概要 担当部署 

緩和型の訪問型・通所型

サービスの提供 

要支援者だけでなく基本チェックリストにより

把握された事業対象者に対し、緩和型の訪問型・

通所型サービスを提供し、自立支援・重度化防止

を図ります。 

長寿介護課 

短期集中型訪問型・通所

型サービスの提供 

保健・医療の専門職による短期集中型の訪問型・

通所型サービスの提供を継続的に実施します。 
長寿介護課 

自立支援・重度化防止の

ためのケアプラン支援 

自立に向けたケアプラン達成に係る支援を検討

します。 
長寿介護課 
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（２）壮年期からの健康づくりの意識啓発と保持増進 

現状と課題 

介護を必要としない期間のことを「健康寿命」と言い、この健康寿命の延伸が国の目標となっ

ています。令和４年（2022 年）版高齢社会白書によると、令和元年（2019 年）の健康寿命は平

均寿命より男性は 8.73年、女性は 12.07年短くなっており、10年前後の期間、介護を受けなが

ら過ごしている方が多い結果となっています。 

市では、定期的な健康診査や各種がん検診の実施や受診勧奨、健康相談、健康づくりの場の提

供等に取り組んでいます。 

平均寿命と健康寿命の差を縮小させ、できる限り介護を受ける期間を短くしていくため、広く

介護予防の重要性を周知し、壮年期などの元気なうちから積極的に健康づくりに取り組める環境

を整えていく必要があります。 

▼ ▼ ▼ 
今後の方向性 

 健康教育や広報などを通じ、各種健（検）診の目的・重要性などについて周知を図ります。 

 特定健康診査・特定保健指導を主とした各種健（検）診の受診促進に向け、受診しやすい健（検）

診体制の検討などの取組を推進します。 

 
 

《具体的取組》 

事業名 事業概要 担当部署 

健康診査の実施 

疾病の早期発見・早期治療につなげるため、種々

のがん検診、生活習慣病健診、Ｂ・Ｃ型肝炎検査

を実施します。 

また、橿原市国民健康保険の被保険者のうち、40

～74 歳の方を対象として、メタボリックシンド

ロームに着目した、特定健康診査を実施します。 

さらに、後期高齢者医療制度の被保険者を対象と

して、疾病を早期発見し、必要に応じて治療を受

けていただくために、長寿(後期高齢者医療)健康

診査を実施します。 

健康増進課 

保険年金課 

新沢千塚古墳群公園の 

運営 

シルクの杜の温浴施設やトレーニングルームを

利用した様々なプログラムの提供や、公園を利用

したウォーキングイベント等の実施を行い、新沢

千塚古墳群公園全体を健康づくりの場として活

用していきます。 

公園緑地景観課 
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（３）自主的な介護予防・健康づくり活動の支援 

現状と課題 

市内では、介護予防サークルが主体となって、近所や地域の人と一緒に介護予防に取り組む「集

いの場」が各地域に開設されています。 

介護予防に資する自主的な健康づくり活動では、介護状態の原因となるような疾患の予防に向

けた健康教育が今後も重要となるため、地域のボランティアと連携し、市民への健康づくり活動

の活性化に向けた普及啓発や効果的な取組を行うことが必要となります。 

▼ ▼ ▼ 
今後の方向性 

 高齢者が自ら主体的に健康づくりを行えるよう、また、生活習慣病の予防や閉じこもりがちな市

民の社会的孤立感の解消を図れるよう、環境整備を行います。 

 認知症や寝たきりを予防し、健康寿命の延伸を図ります。 

 
 

《具体的取組》 

事業名 事業概要 担当部署 

自主的な介護予防活動

の支援 

高齢者向けの「一歩会体操」を紹介するとともに、

個人で参加できる運動の場を紹介する冊子『ドコ

イク』を作成し、介護予防活動の一助となるよう

支援します。 

長寿介護課 
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（４）高齢者の社会参加と地域づくり 

現状と課題 

高齢者は、退職等をきっかけに社会とのつながりが薄くなる傾向にあると言われています。高

齢者にとって大切なことは、一人ひとりの状況や興味等に配慮された社会とのつながりを持ち続

ける機会があることです。 

本市では、地域生涯学習推進委員への支援、橿原市地域学級の実施支援、老人クラブ活動の支

援等に取り組み、地域のニーズに応じた生きがいづくり活動を進めています。 

高齢者が様々な機会に参加することで若い世代や福祉分野の担当者との関係性が構築され、

困った時に支援につながりやすくなるということにも期待されることから、社会とつながり続け

るための機会として、地域活動の参加促進等を進めていくとともに、高齢者が気軽に参加できる

ような地域づくりを進めていく必要があります。 

▼ ▼ ▼ 
今後の方向性 

 自らの経験と知識を活かした積極的な社会参加や他者との交流など、活動の場や機会の提供に努

めます。 

 
 

《具体的取組》 

事業名 事業概要 担当部署 

生涯学習事業 
高齢者に限らず、幅広い年齢層において、学びの

場を提供していきます。 
人権・地域教育課 

地域生涯学習推進委員

の設置 

市民が生涯学習活動に参加できるよう、その普

及・推進を図る地域生涯学習推進委員を設置して

います。推進委員会議や交流会等を通じて情報・

意見交換をすることで地域でのネットワーク化

を図ります。 

人権・地域教育課 

橿原市地域学級の実施

支援 

地域住民が身近な地域に関心を持ち、社会活動の

いろいろな分野から生じる地域の課題に向き合

い、それらを解決する学習やボランティア活動な

どを通じて、住民同士の連帯感や、きずなを深め

ることを目的に実施している地域学級について、

全地区での実施につながるよう支援します。 

人権・地域教育課 

老人クラブ等活動支援 

市老人クラブ連合会及び単位老人クラブの活動

を推進し、健康づくりや介護予防を促進すること

で高齢者の社会参加や生きがい活動を支援しま

す。 

福祉総務課 
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《関連する目標指標》 

事業名 指標名 

目標値 

令和６年度 
(2024年度) 

令和７年度 
(2025年度) 

令和８年度 
(2026年度) 

生涯学習事業 講座開催数 ３回 ３回 ３回 

地域生涯学習推進委員

の設置 

地域生涯学習推進委員の

委嘱数 
44人 44人 44人 

橿原市地域学級の実施

支援 
橿原市地域学級の実施数 35事業 35事業 35事業 
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（５）高齢者の就労支援 

現状と課題 

人生 100年時代といわれ、高齢になっても就労している人が増えている中で、高齢者が長年の

経験で身に付けた知識や技術を後世に伝えていくことは、地域にとって有益となります。 

また、高齢者自身も誰かに必要とされるという経験を通じて、自己肯定感を向上させることが

できます。 

現役から退いた高齢者にとって誰かの役に立ったり、必要とされたりすることは生きがいにも

つながります。一方で、高齢者によって希望する働き方が異なることから、多様な働き方ができ

る環境を整え、就労意向のある高齢者が活躍できる場を整備する必要があります。 

▼ ▼ ▼ 
今後の方向性 

 就労を通じて社会貢献できるよう、高齢者の雇用促進など、事業者への普及啓発を進めます。 

 高齢者の就労機会が広がるよう、高齢者の就労の拠点となっているシルバー人材センターと連携

しながら、周知と利用機会の拡大を図ります。 

 
 

《具体的取組》 

事業名 事業概要 担当部署 

シルバー人材センター

を通じた就業機会の拡

大 

自らの労働能力を活用し生きがいの充実や社会

参加を希望する高齢者に対して、シルバー人材セ

ンターを通じて就業機会の拡大を図ります。 

地域振興課 

関係機関相互の連携強

化 

ハローワークやシルバー人材センター等の関係

機関との連携により、多様化する高齢者のライフ

スタイルやニーズに対応した、より効果的な高齢

者の就労支援に取り組みます。 

地域振興課 

各種情報提供 

求職者向けの情報や就労者向けの相談窓口、各種

セミナー・スキルアップ講習等の情報を、関係機

関等と連携しながら広く市民に提供します。 

地域振興課 

多様な人材活用に向け

た企業への啓発 

シルバー人材センターを通じて就業機会の拡大

に加えて、高齢者をはじめ多様な人材が働きやす

い職場づくりを支援するための啓発をします。 

地域振興課 

 
 

《関連する目標指標》 

事業名 指標名 

目標値 

令和６年度 
(2024年度) 

令和７年度 
(2025年度) 

令和８年度 
(2026年度) 

各種情報提供 
就労相談イベントの開催

件数 
年１回開催 年１回開催 年１回開催 
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基本方針３ 介護サービスの充実強化 

 

（１）介護サービスの充実 

現状と課題 

本計画期間中である令和７年（2025 年）には、すべての団塊の世代が、75 歳以上の後期高齢

者となります。年齢が高くなると介護を必要とする方が増えていくことから、これまで以上に介

護ニーズの上昇が見込まれています。 

介護サービスを提供する事業者の動向等を踏まえながら、中長期的な視点を含めた介護サービ

スの提供基盤の整備が必要となります。 

▼ ▼ ▼ 
今後の方向性 

 介護を必要とする状態となっても、できる限り住み慣れた地域や家庭で、個人の尊厳を保ちなが

ら、安心して暮らし続けることができるよう、多様なニーズに対応した介護サービスの提供基盤

の整備・充実に努めます。 

 要介護（要支援）認定者の身体機能等の維持や向上のため、地域資源の活用を検討していくとと

もに、関係機関との連携を強化していきます。 

 介護保険サービス事業所における大規模災害を想定した非常災害対策や新型コロナウイルス等

感染症予防対策について、介護保険サービス事業者が適切な対策をとることができるよう支援し

ます。 

 

《具体的取組》 

事業名 事業概要 担当部署 

各種の介護保険サービ

スの提供体制の整備 

高齢者が介護の必要な状態になっても、住み慣れ

た地域で暮らし介護サービスを受けることがで

きるように、地域密着型サービス事業所の整備を

進めます。 

また、医療からの追加的需要や介護離職ゼロへの

対応といった観点からも、介護サービスの提供基

盤を整備し、在宅限界点の向上を図るとともに多

様なニーズへの対応に努めます。 

長寿介護課 

共生型サービスの提供

についての検討 

介護保険サービス（障害福祉サービス）の指定を

受けている事業所が、共生型サービスとして障害

福祉サービス（介護保険サービス）の事業所指定

を受けやすくなる特例を活用し、障害福祉サービ

スの利用者が 65 歳となった際に、引き続き、同

じ事業所が適切なサービスを提供して切れ目の

ない支援を行うことができるよう、関係部局と連

携します。利用者のニーズとサービスを提供する

事業者のニーズを鑑みながら、検討していきま

す。 

障がい福祉課 

長寿介護課 
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事業名 事業概要 担当部署 

介護保険サービス事業

者に対する災害・感染症

対策への支援 

非常災害対策や感染症の予防及びまん延の防止

について、事業者が継続して取り組んでいくこと

ができるように、奈良県担当課や保健所等と協力

しながら、助言や情報提供等を継続して行ってい

きます。 

長寿介護課 
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（２）多様な人材の確保・育成と資質向上 

現状と課題 

75 歳以上の後期高齢者の増加に伴い、これまで以上に介護ニーズの上昇が見込まれている一

方で、介護人材の不足は以前から問題視されています。介護保険制度を持続可能な制度とするた

め、人材確保や人材育成のための取り組みを行います。 

本市では、既存の事業者に向けて、介護支援専門員（ケアマネジャー）を対象とした研修会の

開催、介護保険サービス事業所に所属する職員に対する情報提供に取り組んでいます。 

少子高齢化が進行する中、介護や支援を必要とする高齢者の日常生活を支えるためには、従来

の介護専門職による介護給付・予防給付のサービスだけでなく、高齢者の多様なニーズに応じた

支援を行うためのインフォーマルサービスに関する情報提供に努めます。 

質の高いサービスの提供が行えるよう、内部研修などの積極的な実施を促すほか、近年の災害

発生状況や新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた備えについて指導するなど、人材の資質

向上を図っていく必要があります。 

▼ ▼ ▼ 
今後の方向性 

 介護人材の確保について、事業者間での情報交換を行う機会を設けることを検討します。 

 介護支援専門員（ケアマネジャー）等介護従事者の質の向上を図るとともに、事業者への指導を

継続します。 

 
 

《具体的取組》 

事業名 事業概要 担当部署 

介護支援専門員（ケアマ

ネジャー）支援研修の実

施 

介護支援専門員（ケアマネジャー）の資質を向上

させるため、地域の介護支援専門員（ケアマネ

ジャー）を対象とした研修会を実施します。 

また、多職種が参加する自立支援地域ケア会議の

開催を通じて、関係する専門職の資質向上を図り

ます。 

長寿介護課 

介護人材の確保 

介護人材の確保について、事業者間で情報交換を

行う機会を設けることを検討し、情報提供を行い

ます。 

長寿介護課 

介護保険サービス事業

所職員に対する保険者

の立場からの助言 

介護保険サービス事業所に所属する職員が、その

業務を処理するにあたり、保険者の立場から助言

を行います。計画的に実地による運営指導を進め

ていきます。 

長寿介護課 
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（３）業務の効率化と事業者支援 

現状と課題 

人口減少時代の到来に加え、厚生労働省が提唱している「働き方改革」や総務省が推進するＩ

ＣＴ化などから、あらゆる産業で業務改善が行われています。 

介護業界では、慢性的な人手不足、24 時間体制や身体介助の際に腰などを痛めるなどの身体

的負担の課題による離職問題などがあり、介護の仕事に就いた人の約３分の２は３年以内に離職

すると言われています（厚生労働省「介護労働の現状」より）。 

また、介護現場のスタッフでは、利用者へのケア以外にも多くの事務作業があり、業務改善の

取組みが必要となっています。作業を簡素化するなど、事務作業を見直し、改善を図ることは必

要不可欠です。 

▼ ▼ ▼ 
今後の方向性 

 介護現場の業務負担を軽減するために、国や県の制度を用い補助事業の実施を検討します。 

 
 

《具体的取組》 

事業名 事業概要 担当部署 

介護現場の業務負担の

軽減（業務効率化、新技

術への対応） 

介護現場の業務負担を軽減するため、国や県の制

度を用い、補助事業の実施を検討します。また、

事業者からの届出様式の見直し（書式の平準化）

に取り組み、業務負担の軽減を図ります。加えて、

電子申請システムを用いた事業者からの申請等

の受付に向けた取組及び事業者への周知を行っ

ていきます。 

長寿介護課 
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（４）介護給付の適正化 

現状と課題 

介護給付の適正化は、介護給付を必要とする受給者を適切に認定し、受給者に自立支援・重度

化防止に資する過不足のないサービスを介護保険サービス事業者が適切に提供するよう促すこ

とによって、介護保険制度の信頼を高め、持続可能な介護保険制度を構築することを目的に実施

しています。 

今後も保険者として、介護保険制度の持続可能性を高め、介護サービスの質の向上につながる

ように、介護給付等適正化事業を継続して実施していく必要があります。 

▼ ▼ ▼ 
今後の方向性 

 介護給付適正化の主要事業を継続して実施し、介護サービスを必要とする高齢者等が過不足のな

いサービスを介護保険サービス事業者から適切に提供されるよう促し、介護保険制度の信頼性を

高め、保険者機能の強化を図ります。 

 
 

《具体的取組》 

事業名 事業概要 担当部署 

介護保険サービス事業

者への助言・指導 

個別指導、集団指導の実施等を組み合わせなが

ら、指定権者・保険者としてサービスの質の確保

及び適正化を図るため、市内の介護保険サービス

事業者に対して適切な助言・指導を行います。 

長寿介護課 

介護保険サービスに関

する苦情相談 

介護保険サービスの利用に際して、介護サービス

の利用者が事業者等とトラブルがあったときは、

事実関係を確認し、事業者等との調整を行いま

す。 

長寿介護課 

介護サービス相談員（介

護相談員）の派遣 

主に施設サービス等の質の向上を図るため、介護

サービス相談員（介護相談員）を派遣して、施設

入所者の相談等に応じるとともに、施設等に対し

て、適切な助言等を行います。 

長寿介護課 

介護給付等適正化事業 

介護給付適正化主要３事業を実施します。 

①要介護認定の適正化 

②ケアプランの点検 

自立支援・重度化防止の観点から、必要なサー

ビスが適切に位置づけられているか等を点検

します。住宅改修、福祉用具購入の利用におけ

る必要性を確認していきます。 

③医療情報との突合・縦覧点検  

④介護給付費通知  

介護給付費通知を年２回、介護サービス利用者

に送付し、通知内容のとおりのサービスを受け

たか、支払った利用者負担額と相違がないかな

どの確認を促します。  

これらの取組について、具体的な目標を設定し、

より効果的・効率的な事業の推進を図ります。 

長寿介護課 
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《関連する目標指標》 

事業名 指標名 

目標値 

令和６年度 
(2024年度) 

令和７年度 
(2025年度) 

令和８年度 
(2026年度) 

介護給付等適正化事業 

ケアプラン点検（点検対

象はランダムに抽出） 
12事業所 12事業所 12事業所 

医療情報との突合・縦覧

点検（国保連への委託） 
100％ 100％ 100％ 

介護給付費通知 ２回/年 ２回/年 ２回/年 
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基本方針４ 認知症予防及び支援策の充実 

 

（１）認知症に関する正しい理解の促進 

現状と課題 

認知症はその特性から介護する家族の負担が重くなりやすく、認知症の方が住み慣れた地域で

の生活を継続するためには、地域の理解や協力が不可欠となります。 

本市では、各地域で介護予防教室を実施する際に、認知症予防をテーマとした講座などを開催

し、認知症に対する正しい知識を普及しています。 

今後、認知症に対する正しい知識をより広く周知していくためには、様々な手法や媒体の活用

など、知識を普及する方法を検討していく必要があります。 

▼ ▼ ▼ 
今後の方向性 

 認知症に対する理解が地域全体に広まるよう、あらゆる機会を活用し、認知症に関する知識の普

及・啓発の推進を図ります。 

 認知症の方の尊厳が守られ、安心して生活できる地域づくりに取り組みます。 

 
 

《具体的取組》 

事業名 事業概要 担当部署 

認知症に関する普及啓

発活動 

認知症に関する正しい知識の普及・啓発、地域で

の支え合いの推進のため、広報誌等への情報掲載

や講座の開催、パンフレット（認知症ＳＯＳ便利

帳等）の作成・配布等を行います。 

長寿介護課 

認知症サポーター養成

講座 

認知症を正しく理解し、地域や職域で認知症の方

やその家族を手助けができるよう、認知症サポー

ター養成講座を実施します。 

また、小中学生を対象とした講座を開催し、キッ

ズサポーターの養成に取り組みます。 

長寿介護課 

 
 

《関連する目標指標》 

事業名 指標名 

目標値 

令和６年度 
(2024年度) 

令和７年度 
(2025年度) 

令和８年度 
(2026年度) 

認知症サポーター養成

講座 

認知症サポーター養成講

座参加者実人数 
300人 300人 300人 
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（２）認知症の方を地域で支える体制づくり 

現状と課題 

医療や福祉等の専門職の充実だけでなく、地域住民が認知症の方やその家族を日頃から見守

り、必要な時には手を差し伸べることができる地域づくりが求められています。 

今後はこれまでに養成した認知症サポーターが活動できる体制を構築し、地域住民や地域の支

援組織、関係者などと協力した支援体制を充実することが必要です。 

▼ ▼ ▼ 
今後の方向性 

 認知症と診断されても住み慣れた地域での生活を継続できるよう、認知症サポーターや認知症に

関する情報提供、当事者の意見収集等に関する事業を行います。 

 認知症サポーターやキャラバン・メイトが活躍できる場を広げる仕組みづくりを行います。 

 
 

《具体的取組》 

事業名 事業概要 担当部署 

キャラバン・メイト活動

支援 

認知症サポーター養成講座の実施に係る企画立

案にキャラバン・メイトの参画を促し、協働して

地域住民への啓発活動に取り組みます。 

長寿介護課 

地域で認知症サポー

ター等が活躍できる仕

組みづくり 

認知症サポーター等がチームを組み、認知症の方

やその家族のニーズに合った具体的な支援につ

なげる「チームオレンジ」を推進します。 

長寿介護課 

 
 

《関連する目標指標》 

事業名 指標名 

目標値 

令和６年度 
(2024年度) 

令和７年度 
(2025年度) 

令和８年度 
(2026年度) 

キャラバン・メイト活動

支援 
キャラバン・メイト人数 120人 130人 140人 

地域で認知症サポー

ター等が活躍できる仕

組みづくり 

チームオレンジのチーム

数 
２チーム ３チーム ４チーム 
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（３）認知症の方とその家族への支援 

現状と課題 

はいかいが発生した際に協力者にメールを配信し、地域ぐるみで捜索する「はいかい SOSネッ

トワーク」や、認知症の方を含む誰もが参加できる「認知症カフェ」を開催する等、介護者の負

担の軽減を図っています。 

現状ではまだ、サービスの認知度が低いため、精神的・身体的な負担が大きいと感じている介

護者に対するサービスの周知が必要です。 

▼ ▼ ▼ 
今後の方向性 

 介護者の精神的、身体的な負担を軽減するためのサービスを周知し、家族介護支援事業を推進し

ます。 

 介護者の負担を軽減するため、認知症の方とその家族、地域住民、専門職など誰もが参加でき、

集う場として認知症カフェの実施を継続します。 

 
 

《具体的取組》 

事業名 事業概要 担当部署 

介護保険サービスによ

る支援 

介護保険サービスの提供により、認知症の方やそ

の家族の生活を支援します。 
長寿介護課 

はいかい高齢者家族支

援サービス 

認知症等によりはいかいする高齢者等の家族に、

位置検索システム（ＧＰＳ）を貸与し、当該高齢

者等の安全を確保し、家族の精神的・肉体的負担

の軽減を図ります。 

また、認知症等で行方不明となった高齢者等を早

期に発見するため、協力者にメールを配信し、地

域ぐるみで捜索する「はいかいＳＯＳネットワー

ク」の活用を図ります。 

長寿介護課 

認知症カフェの実施 

認知症の方とその家族、地域住民、専門職など誰

もが参加でき、集う場として認知症カフェを推進

します。 

長寿介護課 
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（４）認知症予防の推進 

現状と課題 

認知症予防とは、「認知症にならない」という意味ではなく、「認知症になるのを遅らせる」、

「認知症になっても進行を緩やかにする」ことを意味します。（「認知症施策推進大綱」より） 

認知症予防に関しては、運動不足の解消などの生活習慣の改善により、糖尿病や高血圧等の生

活習慣病の発症及び重症化を予防することで、発症を遅らせることができると言われています。

若い世代から定期的に健診を受け、生活習慣を見直すことの重要性を伝えていくことが必要で

す。 

▼ ▼ ▼ 
今後の方向性 

 身近な場所で継続して認知症予防に関する活動ができるよう支援を行います。 

 
 

《具体的取組》 

事業名 事業概要 担当部署 

地域における認知症予

防事業の推進・充実 

地域包括支援センターと「かしはら街の介護相談

室」の連携のもと、認知症予防に関する知識の普

及を図ります。 

長寿介護課 
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（５）認知症の早期発見・早期対応の推進 

現状と課題 

認知症を疑われる方が適切な医療・介護等のサービスにつながるよう、認知症地域支援推進員・

認知症初期集中支援チームによる支援に取り組んでいます。また、認知症地域支援推進員への相

談のうち、認知症初期集中支援チームによる対応が望ましいと判断される場合、チームで対応す

る体制をとっています。 

一方で、認知症に関する相談先がわからない人が多いという課題があり、相談窓口を効果的な

手段で周知する必要があります。 

▼ ▼ ▼ 
今後の方向性 

 認知症予防及び早期発見、早期対応の重要性について理解の促進を図ります。 

 認知症は早期発見・早期治療することで進行を遅らせることができる病気であることから、不安

を感じた時に相談できる窓口の周知や専門医療機関との連携等に努めます。 

 認知症予防教室の開催や認知症初期集中支援チームによる早期発見・早期対応など、発症予防か

ら重度に至るまでの認知症に対する総合的な支援に努めます。 

 
 

《具体的取組》 

事業名 事業概要 担当部署 

認知症初期集中支援

チーム 

認知症の初期段階から包括的・集中的に支援す

る、認知症初期集中支援チームを活用し、専門医

も加わったチーム員会議を継続し、認知症の早期

発見、早期治療へとつなぐ取組を進めます。 

また、認知症初期集中支援チーム検討会議を開催

し、その進捗状況を評価するとともに、認知症支

援に係る医療との連携体制の構築を進めます。 

長寿介護課 

認知症総合支援事業 

地域包括支援センターに認知症地域支援推進員

を配置し、地域の認知症ケアの向上を図るととも

に、地域の医療機関や認知症疾患医療センターと

連携し、認知症の方やその家族を支援します。 

長寿介護課 
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基本方針５ 高齢者の尊厳を守る支援体制の確立 

 

（１）成年後見制度の利用促進 

現状と課題 

高齢者人口の増加に伴い、今後はさらに、認知症や身寄りのない高齢者などが増加すると予想

され、成年後見制度への需要が増大すると見込まれます。成年後見制度は、認知症などの理由で

判断能力が不十分な人の財産や権利を保護して支援していく制度であり、近年では成年後見制度

に関する相談件数も増加しています。 

一方で、十分に周知が進んでいない状況もあることから、制度による支援が必要になった時に

スムーズに利用することができるよう、必要になる前段階からの市民への周知が必要です。 

▼ ▼ ▼ 
今後の方向性 

 地域連携ネットワークを整備し、協議会等を適切に運営していくため、法律•福祉等の専門知識

や、地域の専門職や幅広い関係者との信頼関係が必要です。これらを維持発展させ、円滑に協力

を得るノウハウ等を段階的に蓄積し、地域における連携・対応強化を継続的に推進していく役割

を中核機関が果たせるよう、体制整備を行います。 

 成年後見制度の利用が必要である一方、身寄りがなく申立を行うことが困難であり、申立の経費

や成年後見人等の報酬を負担できない等の理由により、制度を利用できない高齢者に対し、成年

後見制度利用支援事業により申立の支援や助成を行います。 

 

《具体的取組》 

 ① 地域連携ネットワークの構築及び中核機関の整備 

事業名 事業概要 担当部署 

成年後見制度の広報・啓

発（中核機関の広報機

能） 

成年後見制度に関する正しい知識の普及啓発と

制度利用促進のため、年に１回成年後見講座を開

催し、地域からの要望があれば出前講座を開催し

ます。 

また、広報誌に成年後見制度に関する記事を掲載

し、周知啓発を行います。 

障がい福祉課 

長寿介護課 

社会福祉協議会 

権利擁護に関する相談

や成年後見制度等の手

続き支援（中核機関の相

談機能） 

権利擁護に関する支援が必要なケースの相談に

応じ、関係機関と連携しながら適切に対応しま

す。 

また、後見等の必要性があれば、成年後見制度等

（市長申立）の手続きを支援します。 

障がい福祉課 

長寿介護課 

社会福祉協議会 

成年後見制度の利用促

進（中核機関の制度利用

促進機能） 

本人の状況に応じ、適切な専門職団体に依頼して

受任者の調整を行います。 

また、日常生活自立支援事業等の関連制度と成年

後見制度との連携を強化し、日常生活自立支援事

業の対象者のうち保佐・補助類型の利用や後見類

型への転換が望ましいケースについては、成年後

見制度へのスムーズな移行等を検討します。 

障がい福祉課 

長寿介護課 

社会福祉協議会 
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事業名 事業概要 担当部署 

後見人支援体制の充実

（中核機関の後見人支

援機能） 

後見人からの被後見人の意思決定支援・身上保護

等に関する相談に応じるとともに、必要なケース

についてはケース会議を開催し、後見人を含めた

関係者が「チーム」となって日常的に本人を見守

り、本人の状況を継続的に把握し適切に対応する

体制をつくります。 

障がい福祉課 

長寿介護課 

社会福祉協議会 

 

 

 ② 成年後見市長申立と利用助成の実施 

事業名 事業概要 担当部署 

成年後見制度利用支援

事業 

市長申立を行い、かつ、制度の利用が困難な状況

にある高齢者等に対し、成年後見制度の申立に要

する経費や成年後見人等への報酬の助成を行い

ます。 

障がい福祉課 

長寿介護課 

 
 

《関連する目標指標》 

事業名 指標名 

目標値 

令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

成年後見制度の広報・啓

発（中核機関の広報機

能） 

成年後見講座の開催 年１回開催 年１回開催 年１回開催 

広報誌掲載 年１回掲載 年１回掲載 年１回掲載 
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（２）高齢者に対する虐待防止と権利擁護 

現状と課題 

高齢者虐待防止ネットワークにより、市・地域包括支援センター・各関係機関が連携して協力

する体制を構築しています。養護者による高齢者虐待対応手順をもとに、虐待対応を行っていま

す。また、人権市民講座や橿原市職員人権問題研修を行い、市民や関係各課の職員に人権につい

て考える機会を設けています。 

高齢者の権利を守るため、今後も人権啓発の機会を確保するとともに、各種制度の趣旨等につ

いて市民へ啓発することが必要です。 

▼ ▼ ▼ 
今後の方向性 

 高齢者が尊厳を保持しながら安定した生活を送ることができるよう、地域包括支援センターなど

関係機関との緊密な連携のもと、虐待を受けた高齢者に対し迅速かつ適切な対応を行います。 

 高齢者虐待を未然に防ぐためにも、高齢者虐待を広く理解してもらえるよう周知を図ります。 

 身体に重大な危険が生じているおそれがある場合には、法的手続きによる緊急対応を行うなど、

本人や介護者を支える仕組みづくりを進めます。 

 
 

《具体的取組》 

事業名 事業概要 担当部署 

権利擁護のための相談

支援 

高齢者が不利益を被ることなく、住み慣れた地域

で安心して生活を送ることができるよう、高齢者

の権利擁護に関する相談支援を行います。 

長寿介護課 

日常生活自立支援事業 

認知症高齢者等判断能力が不十分な方の権利を

擁護するとともに、福祉サービスの利用援助や日

常生活の相談、金銭管理などの援助を行うこと

で、地域で安心して生活できるように支援しま

す。 

社会福祉協議会 

高齢者の虐待防止 

高齢者の人権を守り、養護者に対する支援を行う

ため、高齢者虐待防止ネットワークを活用し、高

齢者虐待の発見から対応までの体制の充実を図

ります。 

長寿介護課 

広報等による人権啓発 

市民の人権意識の高揚を図るため、広報誌やホー 

ムページへの啓発記事の掲載や人権パネル展の

開催、駅等での街頭啓発等の活動を推進します。 

また、ナビプラザ壁面ＬＥＤや公共施設の電子看

板、コミュニティバス内広告表示等のデジタル機

器を活用した啓発を実施します。 

人権政策課 

人権市民講座の開催 

高齢者の人権をはじめ、あらゆる人権課題に対す

る市民の人権意識の高揚を図るため、人権市民講

座等を開催します。 

人権政策課 



69 

 

 

事業名 事業概要 担当部署 

人権相談 

相談機会の周知を図りつつ、人権擁護委員による

特設人権相談及び人権政策課相談員による人権

相談、女性相談員による女性相談を実施します。  

また、内容に応じて、関係機関との連絡調整、情

報交換等を行っていきます。 

人権政策課 

市職員の研修機会の確

保 

市職員が、高齢者の人権を含む人権全般に関する

知識を深め、人権意識の高揚を図ることができる

ように研修機会を設けます。 

人事課 

人権政策課 

 
 

《関連する目標指標》 

事業名 指標名 

目標値 

令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

日常生活自立支援事業 利用者数 33人 34人 35人 

市職員の研修機会の確

保 
研修受講率 60％ 60％ 60％ 
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（３）ＡＣＰ（人生会議）の普及・啓発 

現状と課題 

ＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング：人生会議）とは、人生の終末期における医療やケ

アの内容について、事前に家族や医師などの信頼できる人たちと話し合うことをいいます。 

医療や介護を必要とする高齢者等が増加する中で、最期まで在宅生活を続けたいと希望する人

は多くなっています。住み慣れた地域で人生の最期まで安心して暮らし続けるためには、医療・

介護・福祉といった専門サービスの連携強化だけでなく、生活支援サービスを含めたサービス提

供体制の充実、調整機能の強化及び顔の見える関係づくりが求められます。 

最期まで自分自身や家族が安心して地域で暮らしていくため、望む医療やケアについて前もっ

て考え、家族等や医療・ケアチームと繰り返し話し合い共有する「ＡＣＰ（人生会議）」の取組

みが注目されています。 

▼ ▼ ▼ 
今後の方向性 

 ＡＣＰ（人生会議）の普及啓発を進めます。 

 
 

《具体的取組》 

事業名 事業概要 担当部署 

ＡＣＰ（人生会議）の普

及・啓発 

人生の最終段階における医療・ケアについて、本

人が家族等や医療・ケアチームと繰り返し話し合

う取組である「ＡＣＰ（人生会議）」についての

啓発を行います。 

長寿介護課 
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基本方針６ 住みよいまちづくりの推進 

 

（１）高齢者福祉・生活支援サービスの確保 

現状と課題 

高齢者が必要とする支援は、介護だけに留まりません。高齢者のみの世帯が増加することで見

守りや緊急時の対応へのニーズや、運転免許証を返納する方が増加することで外出や移動に関す

るニーズが高まると考えられます。 

市では、重度の要介護者を在宅で介護している家族の支援、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ

世帯等に対する生活支援等に取り組んでいるものの、支援が必要な人に情報が伝わっていないこ

とが課題となっています。 

高齢者のニーズは今後も多様化・複雑化することが見込まれることから、高齢者を介護する家

族の負担軽減を目的とした支援を行い、高齢者の在宅生活を支えます。 

▼ ▼ ▼ 
今後の方向性 

 生活支援を必要とする高齢者に対し、多様な生活支援サービスに関する周知を行い、サービスが

必要な方の利用につなげます。 

 ひとり暮らし高齢者等が住み慣れた地域での生活を継続するための支援を充実します。 

 
 

《具体的取組》 

事業名 事業概要 担当部署 

養護老人ホームの入所 

65 歳以上で、環境上の理由及び経済的な事情等

により、在宅生活が困難な低所得世帯の高齢者に

対して、養護老人ホームの入所措置を実施しま

す。 

福祉総務課 

ふれあい収集 

要支援・要介護の認定を受けている人、または総

合事業のうち１号事業を利用している人、身体障

害者手帳の交付を受けている人のみで構成され

た世帯、70歳以上の人のみの世帯を対象として、

一般家庭ごみ・カン・ビン・資源ごみ・不燃物・

粗大ごみを指定場所へ出すことが困難な場合、週

に１回、市が指定する日に家庭の玄関先等で収集

を行います。 

収集業務課 

粗大ごみリクエスト 

収集 

要支援・要介護の認定を受けている人、または総

合事業のうち１号事業を利用している人、身体障

害者手帳の交付を受けている人のみで構成され

た世帯、70歳以上の人のみの世帯を対象として、

一般家庭ごみと同じ場所で収集を行います。 

収集業務課 
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（２）高齢者の安心な暮らしの確保 

現状と課題 

高齢者が安心して暮らせるよう、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯に対し、食事の配達や

緊急通報装置の貸与を通じて利用者の安否の確認を行い、見守り支援を継続しています。 

今後も、生活支援を通しての見守り・安否確認事業の制度を一層周知していくことが必要です。 

▼ ▼ ▼ 
今後の方向性 

 高齢者が安心して暮らせるよう、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯に対し、食の自立支援事

業、緊急通報システムの周知を図ります。 

 
 

《具体的取組》 

事業名 事業概要 担当部署 

食の自立支援事業 

65 歳以上のひとり暮らしまたは高齢者のみ世帯

で、見守りや栄養改善が必要な方に対し、お弁当

を配達することで安否の確認を行い、地域での見

守り体制をつくります。 

長寿介護課 

緊急通報システム 

65 歳以上のひとり暮らしまたは高齢者等が安心

して日常生活を送れるよう、緊急時のための通報

システムを整備し、緊急時や非常時に備えた見守

り体制をつくります。 

長寿介護課 
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（３）施設等のバリアフリー・ユニバーサルデザイン化の推進 

現状と課題 

高齢者が安全かつ快適に暮らせる環境づくりを目指し、「奈良県住みよい福祉のまちづくり条

例」や「橿原市移動等円滑化基本構想」に基づき、歩道空間の整備、公共施設及び民間施設等の

バリアフリー化等に取り組んでいます。 

高齢者の安心安全な地域生活を維持するために、引き続き、バリアフリーやユニバーサルデザ

インの視点に基づくまちづくりを行うことが必要です。 

▼ ▼ ▼ 
今後の方向性 

 高齢者が地域で安心して暮らせるよう、公共施設等のバリアフリー・ユニバーサルデザイン化等

に関する事業を引き続き推進していきます。 

 
 

《具体的取組》 

事業名 事業概要 担当部署 

駅周辺・市道のバリアフ

リー化 

駅周辺等の特定箇所におけるバリアフリー・ユニ

バーサルデザイン化の推進及び市道路の歩道整

備を進め、歩行者のスペース確保に努めます。 

道路河川課 

市庁舎内の整備 

本庁舎運営を考慮しながら、市庁舎を利用しやす

いものにするため、段差の解消等のユニバーサル

デザイン化を推進します。 

資産経営課 

「移動等円滑化基本構

想」に基づく特定事業計

画の推進 

移動等円滑化基本構想に基づく特定事業計画（大

和八木駅からかしはら万葉ホールにかけての生

活関連道路・施設が対象）の進捗管理を行います。 

都市計画課 

集会所施設整備助成事

業 

コミュニティの形成や生涯学習の場である各自

治会の集会所のバリアフリー等の整備に対して

補助を行います。 

市民協働課 

建築物に対する指導・助

言 

公共建築物、民間建築物等、不特定かつ多数の人

が利用する建築物に対する指導・助言を行い、バ

リアフリー化を推進します。 

建築安全推進課 

 
 

《関連する目標指標》 

事業名 指標名 

目標値 

令和６年度 
(2024年度) 

令和７年度 
(2025年度) 

令和８年度 
(2026年度) 

集会所施設整備助成事

業 
集会所施設整備助成件数 ２件 ２件 ２件 
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（４）在宅支援拠点と連携した住まいの整備 

現状と課題 

身体機能の低下など、個々の高齢者の状況やニーズに沿った住まいの確保を目指し、介護保険

サービスとして、介護保険制度に基づき、要介護（要支援）認定者の在宅での住環境を整えるた

め、住宅改修を行う費用の一部を支給しています。 

今後も、高齢者が介護や支援が必要になっても、可能な限り住み慣れた地域で生活することが

できるよう、住環境の整備、多様な住まいの確保、安心して生活するための体制づくりを継続し

て進めていく必要があります。 

▼ ▼ ▼ 
今後の方向性 

 日常生活に不安を抱える高齢者のため、多様なニーズに対応した住まいの確保に努めます。 

 要介護（要支援）認定者が在宅で可能な限り自立した生活を送ることができるよう、介護保険制

度による住宅改修費の支給を行います。 

 
 

《具体的取組》 

事業名 事業概要 担当部署 

市営住宅整備事業 
市営住宅のバリアフリー化を推進し、建て替え時

にはユニバーサルデザインを取り入れます。 
住宅政策課 

住宅改修費の支給 

（介護保険サービス） 

要介護認定または要支援認定を受けた人が在宅

での住環境を整えるため、介護保険サービスの対

象となる住宅改修をする場合に、申請により改修

費用の一部を助成します。 

長寿介護課 

有料老人ホームに関す

る県との連携 

令和５年（2023年）10月 12日現在、橿原市内に

は、サービス付き高齢者向け住宅が６か所（戸数

152）、住宅型有料老人ホームが 10か所（戸数 350）

あります。 

今後も高齢者が安心して暮らすことができる高

齢者向け住宅の開設に際して、県からの意見照会

への対応など連携に努めます。 

また、関係部局との連携に努めます。 

長寿介護課 

住宅政策課 
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（５）防犯・安全対策の強化 

現状と課題 

高齢者が被害に遭いやすい詐欺等の犯罪や交通事故等に対して、日頃から防犯の取組を行うこ

とで高齢者の意識向上を図り、高齢者の被害を最小限に留める必要があります。 

市では、高齢者が対象となる多様化・複雑化する消費者被害防止に向けた情報提供や交通事故

の予防など、防犯・安全に配慮した生活環境整備に取り組んでいます。 

今後も防犯・安全に配慮した生活環境整備のため、警察署・関係機関等との連携によって市民

の防犯意識の向上につなげ、安心安全に暮らせるまちづくりを進めていくことが求められていま

す。 

▼ ▼ ▼ 
今後の方向性 

 高齢者を対象とした特殊詐欺や悪質商法などの犯罪等の注意喚起や相談活動等をより一層進め

ていきます。 

 高齢者の交通安全に対する意識を高めるよう交通安全教育や啓発活動の充実を図ります。 

 交通安全施設の整備や歩道のバリアフリー化を進め、地域の交通安全環境づくりに取り組みま

す。 

 高齢者等が住み慣れた地域で安心して暮らしていくことができるよう防犯意識の高揚、自主防犯

活動の活性化などを通じて、地域の防犯力の向上を図ります。 

 
 

《具体的取組》 

事業名 事業概要 担当部署 

消費生活センター事業 

高齢者をはじめ、市民の消費者被害の救済及び未

然防止・拡大防止のため、消費生活センターを設

置し、消費生活相談や消費者教育・啓発を推進し

ます。 

市民協働課 

交通安全施設事業 

既設道路の維持管理、歩道の段差解消、転落防止

柵の設置、点字ブロックの敷設等を実施し、交通

事故の予防・軽減に努めます。 

建設管理課 

安心安全な地域づくり

事業 

高齢者等が住み慣れた地域で安心して暮らして

いけるよう、「橿原市安全で住みよいまちづくり

条例」に基づき、市民の防犯意識の高揚、自主防

犯活動の活性化のための啓発、防犯に配慮した生

活環境整備等の事業を行うことにより、犯罪に強

いまちづくりを目指します。近年、特に多い高齢

者に対する特殊詐欺等の被害防止のため、高齢者

等に必要な情報の提供、防犯学習機会の提供、地

域の見守り活動への支援を行うことにより、市民

一人ひとりの防犯力の向上を目指すとともに、地

域全体で防犯活動に取り組むことができる仕組

みづくりを進めます。 

市民協働課 
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《関連する目標指標》 

事業名 指標名 

目標値 

令和６年度 
(2024年度) 

令和７年度 
(2025年度) 

令和８年度 
(2026年度) 

消費生活センター事業 消費生活相談件数 590件 590件 590件 

安心安全な地域づくり

事業 
犯罪認知件数 580件 580件 580件 
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基本方針７ 災害時における高齢者支援体制の確立 

 

（１）安心・安全を支える人材の確保と育成 

現状と課題 

災害ボランティアセンター設置・運営訓練等を実施しています。ボランティア活動を推進して

いくためには、引き続きボランティア活動の支援に取り組む必要があります。 

また、社会参加・社会的役割を持つことは生きがいや介護予防にもつながることから、高齢者

が担い手としても活動していくことも促進していく必要があります。 

▼ ▼ ▼ 
今後の方向性 

 社会福祉協議会等のボランティア養成事業を支援し、地域での支え合い活動を推進します。 

 
 

《具体的取組》 

事業名 事業概要 担当部署 

ボランティア推進事業 

災害発生時に災害ボランティアや災害ボラン

ティアセンターの運営を円滑に行えるよう、引き

続き、災害ボランティアの登録を募集します。 

また、登録者を対象とした「災害ボランティアセ

ンター設置・運営訓練」や研修会等を実施し、災

害ボランティアの育成を図ります。 

社会福祉協議会 

 

《関連する目標指標》 

事業名 指標名 

目標値 

令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

ボランティア推進事業 

ボランティア登録者数 45人 50人 50人 

訓練実施回数 １回 １回 １回 
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（２）防災意識の向上 

現状と課題 

広報誌等の媒体での情報提供やかしはら安心パークでの訓練・出前講座の実施に取り組み、高

齢者の防災意識の高揚を図るとともに、自主防災会活動に対する助言など地域防災力の向上に努

めました。 

災害時の被害拡大防止のために、今後も引き続き、高齢者への防災に関する情報提供や地域住

民が主体となった自主防災組織の育成・機能強化が必要です。 

▼ ▼ ▼ 
今後の方向性 

 高齢者が社会の一員として地域で自立した安全な暮らしを確保するため、市民の防災・防犯意識

の高揚を図ります。 

 災害時に迅速に対応するため、避難支援が必要な高齢者を把握し、地域における支援体制の構築

を図り、緊急時に、迅速かつ的確に伝達されるネットワークの整備・強化に努めます。 

 
 

《具体的取組》 

事業名 事業概要 担当部署 

地域防災力の向上事業 

市民の防災意識の高揚と地域防災力向上を図る

ため、広報誌やＳＮＳを活用した啓発、ホーム

ページの充実に加え、自主防災組織・企業・学校

など地域における多様な主体に対して防災教育・

防災訓練の実施に係る助言や協力を行います。 

また、新たな基準に基づく洪水ハザードマップを

配布することにより、危険度に応じた避難方法に

ついて周知を行うとともに、適切に災害情報を取

得してもらうため安全・安心メールや各種 SNSの

活用を推進します。 

危機管理課 
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（３）避難行動要支援者対策の推進 

現状と課題 

近年では、地震や台風・豪雨等の自然災害によって全国的に大きな被害や混乱に見舞われてお

り、避難を余儀なくされる事例も多くなってきています。このような経験から、地震や水害、土

砂災害における避難時の支援体制の整備の重要性が高まっています。 

本市では、避難行動要支援者の名簿の更新を行い、災害時にスムーズな安否確認等を行うこと

ができるよう備えています。今後さらに、避難行動要支援者制度の十分な周知・浸透を図るとと

もに、関係機関、関係各課との連携を行っていく必要があります。 

▼ ▼ ▼ 
今後の方向性 

 自治会や自主防災組織、民生委員・児童委員、地域のボランティア等と連携し、避難行動要支援

者の把握に努め、緊急・災害時に迅速に対応できるよう、体制を強化していきます。 

 避難行動要支援者支援制度については、避難行動要支援者名簿の作成・更新や、地域団体、福祉

関係者等が連携して制度の周知、啓発を行い、地域とともに支援体制の整備を推進します。 

 支援の優先度が高く災害時に自ら避難することが困難であると判断される要支援者については

個別避難支援計画の作成を進めます。 

 
 

《具体的取組》 

事業名 事業概要 担当部署 

避難行動要支援者避難

支援事業 

災害時に家族や自分の力で避難できない高齢者

や障がいのある方等（避難行動要支援者）の名簿

及び個別避難支援計画書を作成し、名簿への登録

を促します。 

また、避難支援等関係者に名簿と計画書を配布

し、より一層の周知・浸透を図ります。 

さらに、「橿原市地域防災計画」と「橿原市避難

行動要支援者避難支援計画」に基づき、関係各課

との連携を図り、名簿や個別避難計画書の利活用

の検討を含めた避難行動要支援者の避難支援体

制の整備を推進します。 

危機管理課 

福祉総務課 

避難生活支援のあり方

についての検討 

高齢者をはじめ、避難先で支援が必要な方々の避

難生活を支えるための避難所運営のあり方につ

いて、関係機関等と連携を図ります。 

危機管理課 

長寿介護課 
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（４）施設・事業所における災害・感染症対策の推進 

現状と課題 

社会福祉施設等においては、高齢者や障がい者など、日常生活上の支援が必要な方が多数利用

されていることから、災害等により、電気、ガス、水道等のライフラインが寸断され、サービス

提供の維持が困難となった場合、利用者の生命・身体に著しい影響を及ぼすおそれがあります。 

また、新型コロナウイルス感染症等の発生時においても、サービス提供に必要な人材を確保し

つつ、感染防止対策の徹底を前提とした継続的なサービス提供が求められます。 

こうした事態が生じた場合でも最低限のサービス提供が維持できるよう、緊急時の人員の招集

方法や飲料水、食料、マスク等の衛生用品、冷暖房設備や空調設備稼働用の燃料などの確保策等

を定める「業務継続計画」（ＢＣＰ）を策定することが有効であることから、令和６年（2024年）

４月１日から、介護分野や障がい福祉分野等においては、運営基準の見直しにより、当該計画等

の策定、研修の実施、訓練（シミュレーション）の実施等が義務付けられました（３年の経過措

置期間あり）。 

▼ ▼ ▼ 
今後の方向性 

 介護保険サービス事業所における「業務継続計画（ＢＣＰ）」の作成を支援します。 

 
 

《具体的取組》 

事業名 事業概要 担当部署 

既存の介護保険サービ

ス事業所における業務

継続に向けた取組の支

援 

感染症が発生した場合であっても、利用者に必要

なサービスが安定的・継続的に提供される体制を

構築する必要があることから、感染症の発生時に

備えた取組や発生時における業務継続に向けた

取組を支援します。 

長寿介護課 

介護保険サービス事業

所の新規指定等におけ

る業務継続計画の確認 

令和６年（2024 年）４月１日から業務継続計画

（ＢＣＰ）の策定等や感染症の予防及びまん延の

防止のための措置が義務付けられたことから、事

業所の新規指定時などに対応済みであることの

確認を行います。 

長寿介護課 
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第５章 介護保険サービス等の量の見込み 
 

サービス見込み量は、以下の手順に沿って行います。 

＜介護保険事業の見込み量のおおまかな推計の流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 居住系サービスとは、居宅サービスのうち「特定施設入居者生活介護」、 

地域密着型サービスのうち「認知症対応型共同生活介護」等のサービスです。 

※ 上記の推計は、地域包括ケア「見える化」システムを活用して推計しています。 

各年度の認定者数から施設・居住系サービス利用者数を除いた 

在宅系サービス対象者数に要介護度別のサービス利用率等を勘案して 

「在宅系サービス別の利用者数」を推計 

介護報酬改定率等を勘案 

給付費総額の推計 

サービス別の利用者数、利用回数等の、給付実績を勘案して 

サービス別給付費を算出 

過去５年の人口推移から将来人口を推計 

各年度の認定者数をもとに利用率等を勘案して 

「施設・居住系サービス※別の利用者数」を推計 

人口推計をもとに要介護（要支援）認定率の伸び等を勘案して 

要介護度別に「認定者数」を推計 


